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この資料は、 日本 自転車振興会か ら競輪収益 の一部 である機

械工業振興資金の補助を受 けて、平成4年 度 に実施 した 「産業

界の システ ム構築のあ り方 に関す る調査研究 」の一環 と して と

りまとめた ものです。







は じ め に

経済の国際化 、市場開放による産業構造の改革 により、企業を と りま く環境 が大 きく変化 し

てお り、企業活動 にとって情報化への取組 は重要な課題 とな って いる。

特 に、産業界における情報化 は、企業内活動の効率化や迅速化 に とどま らず、企業 内か ら企

業間へ と進展 し、企業間 ・産業間を横断的に網羅 した情報ネ ッ トワー クへ と急速 に進展 してい

る。

その際、企業 ごとに異なる閉 じた システムが拡大する ことによ って生 じるソフ トウ ェアの重

複開発や端末機器の複数設置等の不経 済を回避 し、開放的かっ効率 的な企業間 システム構築に

向けての条件整備が必要である。

連携指針制度 は、 この点 にかんがみ、一定の事業分野 に属す る事業者が広 く連携 して電子計

算機 を効率的 に利用す ることを促進 す るため、 ビジネスプロ トコルの標準化等 の課題について

関係者 の コンセ ンサ スの形成を促進 し、かつ、その議論の成 果を踏 まえて、事業者の判断 のよ

りどころを示す ものである。

さらに、産業界における実際の取 引が必ず しも特定の事業分野 内 にとどま らず業際的 ・国 際

的な広が りを もってい ることに伴 い、電子計算機の連携利用 も複 数の事業分野 にまたが り、か

つ 、国際的な広が りを もって行われ るよ うにな って きている。 これに伴 い、電子計算機の相互

運用性(イ ンターオペ ラビリテ ィ)の 確保の必要性が一層高 まってい る。 この ような場合 には、

事業者間の調整がよ り複雑 となる ことが予想 され、連携指針の機能 に期待 され るものが ます ま

す大 きな もの とな るで あろう。

こうした観点 か ら、本報告書 は、電子計算機の連携指針の実施状況及 び産 業界における情報

化の現況 について とりまとめた ものであ る。

ここに、本調査研究 を進めるため にご協 力を賜 った関係各位 に対 し厚 くお礼申 し上げ ます。

平成4年11月

㊥ 日本情報処理開発協会

産業情報化推進セ ンター
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1.連 携 指針 制度





1.連 携 指 針 制 度

1.1制 度 創 設 の 趣 旨

連携指針 は、一定 の事業分野に属す る事業者が広 く連携 して電子計算機を効率的 に利用 する

ことを促進 す るため、各事業分野 ごとに主務大 臣が定める ものであ り、昭和60年 の改正 によ

り 「情報処理 の促進 に関す る法律」に規定 され るところとなった。本制度の趣 旨にっ き、昭和

61年3月 の 「情報処理振興審議会(産 業の情報化部会)」 で は、以下の よ うに述べてい る。

① 連携指針 は、情報処理 システムやデー タベ ースの共同利用、あるいは ビジネスプ ロ トコル

の標準化 を始 め とするイ ンターオペ ラ ビリテ ィの確保等一定の事 業分野で複数企業が連携 して

効率的な情報 化を進 めるためのガイ ドライ ンであ る。 ビジネ スプ ロ トコルの標準化等効率 的な

情報化 を進 め るための具体的方策 につ いて合意を形成す ることは往 々に して容易で はないが 、

関係審議会等 の場 にお ける関係者間の意見調整によ って合意形成 を円滑化 し、かっ、その結果

をオ フィシャラ イズす るところに連携指針制度の意義が存す ると考え られ る。

② 連携指針 は、電子計算機 の連携利用が行われ、また は近 々行 われよ うと してい る事業分野

であれ ば、 当該事業分野における情報化への取 り組みが、いかなる段階にあ って も、その現状

に応 じて、効率 的な情報化に向けての次の ステ ップを示す ことがで きるものであ る。 これ によ

って、当該事業分野 におけ る情報化は、ハ ー ド及び ソフ ト両面の重複投資を回避 す る等効率的

に進 めることがで きる。

1.2連 携指針 の内容

連携指針の共通 イメー ジ(平 成3年3月 の改訂後)は 、大 きく以下 の3つ の要素 によ り構成

されて いる。

(1)事 業者が連携 して行 う電子計算機 の利用の態様

当該事 業分野 において実現 しよ うとす る電子計算機の連携利用の在 り方を示す。

電子計算 機の連携利用 と して は、① どのよ うな システムか、②当該 システムで処理す る業務

の範囲、③ システムの利用者、④ システムの構築 ・運用主体、等があげ られ る。 このよ うな電

子計算機 の連 携利用 の態様 は、それ によって処理 しよ うとす る業務 内容等 に応 じて異 なる もの

であるが 、基 本的には、 当該事業分野 において幅広い事業者の利用が可能であ るよ うにイ ンタ

1



一オペ ラ ビリテ ィの確保 された開かれた ものでなければな らない。

電子計算機の連携利用の イメー ジと して は、例 えば以下のよ うな情報 システムの構築 ・運

用が考え られ る。

・EDI(ElectronicDataInterchange:電 子 デー タ交換)シ ステム

受発注情報 、在庫情報、物流情報等 の交換 システ ム

・共同データベース ・システ ム

商品 データ、統計データ等のデー タベース ・システ ム

・ホス トコンピュータの共同利用 システ ム

共同の ホス トコンピュータによ り各社の経営情報等を処理す るシステム

・共通の ソフ トウェアを利用す る情報 システ ム

各社の情報 システムにおいて、共 同で開発 した ソフ トウ ェア又は汎用 ソフ トウ ェ

アを利用

(2)電 子計算機の連携利用を実施す るための方法

ビジネスプロ トコル(注1)の 標準化等 、最終 的に目指す連携利用 を実現す るための手 段を

示す。

標準化す るビジネ スプロ トコルの範囲等 につ いて は、具体的 には、帳票類(生 産指図書、伝

票、設計書等)、 コー ド(商 品 コー ド、企業 コー ド等)、 データ交換 フォーマ ッ ト(可 変長の

データ交換 フ ォーマ ッ トにおいて はシンタ ックスル ール、デー タエ レメン ト・デ ィ レク トリー、

標準 メ ッセー ジ)、 業務運用規約、取 引基本規約等の ビジネスプロ トコルにっいて、① どの

よ うな業務範囲 について標準化す るのか、② 上記 の ビジネ スプ ロ トコルの うち何を標準化 す

るのか、③ それ らを どのようにメ ンテ ナ ンスす るのか等を明示す ることが考え られ る。

このような ビジネ スプ ロ トコルの標準化を進め るに際 し、当該事業分野における取引形態等

の特性及 び業際化 ・国際化への対応 の必要性等を踏 まえつつ、① 業 際的な可変長 のデータ交

換 フ ォーマ ッ トの採用、② 国際取引におけるEDIFACT(EiectronicDataInterch

angeforAdministration,Co㎜erceandTransport:行 政、商業及 び運輸 のための電子デ

ー タ交換)の 採用等を明記す ることが考え られ る。

電子計算機 の連携利用 を実現す るための手段 としては、例えば以下のよ うなことが考え られ

る。

・OSIの 導入

OSI(OpenSystemsInterconnection:開 放型 システム間相互接続)製 品及び

OSIを ベ ースと した標準的な手順 の導入が考え られ る。
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・端末機器 の標準化

POS(PointofSales)端 末、CAT(CreditAuthorizationTerminal

ク レジッ トカー ドの信用照会端末機)、CD(CashDispenser:現 金 自動支払機)

等特定 の 目的のために開発 され る端末機 器等 にっいての標準仕様書や これ らの端末機器

に利用 され るカー ド、 コーデ ィング用紙 の標準化等が考え られ る。

・ソフ トウェアの共 同開発

多様 な機種の電子計算機 に対応 したパ ッケージ ・ソフ トウェアの共同開発等が考え ら

れ る。

・組織体制 の整備

① ビジネスプ ロ トコルの標準化等を促進 してい くための専任事務局の設置、②情報 シ

ステムの担 当者及び業務の担 当者 により構成 される検討の場の設置 、③ トップ レベル に

よ る合意形成のための組織体制の確立、④ 業際的な標準化 の促進 を担 う中核 的な組織の

活動へ の参画等が考え られ る。

(注1)ビ ジネ スプロ トコルとは、広義 には、企業間の取 引等 に伴 う情 報の交換を円滑

に進め るために定 め られた業務 に関する取決あをい う。

(3)実 施 に当たって配慮すべ き事項

中小企業者への過剰な投資負担の回避、公正取 引の確保等、連携利用を進 め るに際 し配慮が

必要 な事項を示す。

・セキ ュ リテ ィの確保

①情報 システムの安全性、②情報漏洩の 防止(顧 客情報 ・取引の機密 の保護等)、 ③

システム監査及 び トラブル発生後の責任分担等が考 え られ る。

・中小企業への配慮

①情報化格差が拡大 しないよ うな配慮、②取引上 の弱者 に費用負担が一方的 にかか ら

ないよ うな配慮等が考え られ る。

・競争阻害要因の排除

①販売価格情報等の情報集中排 除、②情報 システムに参加 しなけれ ば取引がで きない

といった ボ トルネ ックモノポ リーの排除、③情報の一方通行等取 引関係がその まま情報

化格差 につなが らないよ うな配慮 、等が考え られる。

・技術革新の動向及び経営環境 の変化への対応

① ダウンサイジングによ る分散処理の進展への対応、② マルチメデ ィア、AI(Art－
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ificialIntelligence:人 工知能)技 術等の高度技術の活用、③企業組織の国際的展開

に伴 う諸課題への対応 、④その他経営環境の変化 による新たなニ ーズへの対応等が考え

られ る。
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2.情 報 処 理 の 促 進 に 関 す る 法 律

○情報処理の促進に関する法律(抜 粋)

〔昭和四五年五月二二 日法律第九〇号〕

最終改正

昭和六一年五月一〇 日法律第四七号

(電子計算機利用高度化計画)

第三条 次に掲げる電子計算機及びプログラムにっいて、電子計算機利用高度化計画(以 下

「計画」という。)を 通商産業大臣(電 子計算機に電気通信回線を接続 してする情報処理のた

あに開発するプログラムに係る部分については、通商産業大臣及び郵政大臣。以下この条にお

いて同じ。)が 定めるものとする。

一 情報処理の振興を図るため利用を特に促進する必要がある電子計算機

二 情報処理の振興を図るため開発を特に促進する必要があり、かつ、広 く利用される種類

のプログラム(主 として一の事業の分野における情報処理を目的とするものを除 く。)

2計 画に は、電子計算機の設置及びプログラムの開発の 目標 となるべ き事項について定め る

もの とす る。

3計 画を定め るに当た って は、あ らか じあ、関係行政機関の長に協議す るとともに、政 令で

定め るところによ り、政令で定 める審議会 の意見 を聴 くもの とす る。

4関 係行政機 関の長 は、前項 の協議を受 けたときは、関係審議会等の意見 を きくもの とす る。

5第 一 項の規定 によ り計画 を定 めたときは、通商産業大 臣は、その要 旨を公表 しなけれ ばな

らない。

6前 三項 の規定 は、計 画の変更 について準用す る。

(電子計算機の連携利用に関する指針)

第三条の二 主務大臣(電 子計算機を利用する事業者(以 下単に 「事業者」という。)の 行 う

事業を所管する大臣をいう。)は 、その事業の分野に属する事業者が広 く連携 して当該事業

の分野における電子計算機の効率的な利用を図ることが必要であり、かつ、適切であると認

めるときは、計画を勘案 して、その事業の分野において事業者が連携 して行う電子計算機の

利用の態様、その実施の方法及びその実施に当たって配慮すべき事項に関する指針を定め、

これを公表するものとする。
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2前 項 の指針は、関連中小企業者の利益 が不 当に害 される ことのないよう配慮 された もので

なければな らない。

3第 一項の指針を定めるに当たっては、あ らか じめ、関係審議会等の意見を聴 くもの とす る。

4前 項の規定 は、第一項の指針の変更 について準用す る。

附則

(施 行期 日等)

第一条 この法律は、公布の 日か ら施 行す る。 ただ し、題名の改正 規定、 目次の改正規定、第

一条の改正規定、第二章の章名の改正 規定 、第三条の次に一条を加える改正規定及 び第四条

第「項の改正規定並 びに附則第五条、第六条及 び第十一条の規定 は、昭和六十一年四月一 日

か ら施行す る。
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3.連 携 指 針 の 実 施 状 況

3.1鉄 鋼 業

○通商産業 省告示第百二十一号

情報処理 の促進に関す る法律(昭 和四十五年法律第九十号)第 三条の二第一項の規定 に基づ

き、鉄鋼業 における電子計算機の連携利用に関す る指針を定めたので、次の とお り告示す る。

昭和六十一年四月一 日

通商産 業大臣 渡辺美智雄

鉄鋼業 にお ける電子計算機 の連携利用に関す る指針

我が国鉄鋼業 は、これ まで大手高炉 メーカーを中心に、効率的な販 売管理及 び生産管理 を 目

指 した総合一貫情報管理 システムの開発及 び導入に取 り組んで きた。 その成果 は、需要家の多

様 なニーズに即応 しうる効率 的供給体制 となって、我が国鉄鋼業の発展 に大 きく寄与 したと こ

ろで ある。

特 に、昭和四十年代半 ば以 降、鉄鋼業を巡 っては、企業間情報処理 システムの高度化が進展

した。中で も、 ビジネスプ ロ トコルの標準化による効率的な取 引情報交換 システ ムの構築及び

業界共同デ ータベースの構築 において、先進的な取 り組みが進 め られて いる。すなわち、 ビジ

ネ スプロ トコルの標準化 につ いては、㈲鋼材倶楽部を中心 と して、鉄鋼業 と鉄鋼 製品卸売業 と

の間の取 引情報交換の際の帳票記載項 目コー ド、磁気テープ フォーマ ッ ト等の標準化が推進 さ

れ、 また、業 界共同データベースの構築にっいて は、㈹ 日本鉄鋼連盟を始め とする各事業者 団

体 によ り、各社の経営上の助 け となるべ き内外の鉄鋼関連情報の迅速 な収集、的確 な整備、提

供が 図 られて きたところであ る。

しか し、取 引情報交換 システムにっいては、標準 ビジネスプ ロ トコルを採用す る企業範囲 の

拡大 、オ ンライ ンによ る情報授受方式の普及、業界共同データベースにっいては、情報 内容の

充実、情報収集、提供方 法の高度化 とい った課題が残されてい る。

今後、 これ らの課題 を克服 しっっ、事業者間で連携 した電子計算機の効率的かつ高度な利用

を実現す ることは、鉄鋼業全体の一層の高度化のための基盤を提供す る ものであ る。

この指針は、以上の認識 に基づ き、鉄鋼関連業界にお ける電子計算機の一層の効率的利用を

図 るため、電子計算機利用高度化計画を勘案 し、事業者が連携 して行 う電子計算機の利用 の態

様 、その実施 の方法及 びその実施 に当た って配慮すべき事項を示す ものであ る。

一 事業者が連携 して行 う電子計算機の利用 の態様

(一)帳 票、磁気テ ープの フォーマ ッ ト、 そこに記載 され る項 目コー ド、計算方法等 の ビジ
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ネスプロ トコルを標準化 し、 これを用 いた 「帳票交換方式 」 「磁気媒体(磁 気 テープ等)交

換方式」又は 「企業 間オ ンライ ン方式」による製造業者及 び卸売業者間における取引情 報交

換 システム

(二)情 報の体系 的な収集、整備及 び管理並 びにその共同利用 のため、各事業者団体が緊密

な連携を とりっっ構 築す る業界共同の デ一夕ベース システ ム

ニ 実施の方法

(一(一)に ついて)

(一)標 準 ビジネ スプ ロ トコルの維持、管理業務 の充実

次 に示 されてい る既存標準 ビジネスプロ トコルにっ いて、㈹鋼材倶楽部の帳票 コー ド専門

委員会を中心 に、今後 とも、需要家のニーズの多様化 、電子計算機 システムの高度化等の環

境変化に対応 したその維持 、管理業務 の充実を図 り、標準 ビジネスプロ トコルが、その有効

性 を維持 し、また、一層の普遍性を確保す るよ う努め ること。

(既に標準化が図 られてい るビジネ スプロ トコル)

①注文書、送状 、請求書等に関 し設定されて いる三十七項 目

②送状兼請求 テープフ ォーマ ッ ト

③請求単価、金額 の算 出方法

④鋼材の重量計算 方法(普 通鋼鋼材)

⑤輸出鋼材のオ ファー シー ト

⑥普通鋼鋼材用注文書推奨 モデル

⑦特殊鋼鋼材用注文書推奨 モデル

(二)標 準 ビジネ スプ ロ トコルの積極 的採用

標準 ビジネスプロ トコル は、高炉 ・電炉業者十社及 び これ と取引関係 にあ る卸売業者 によ

って採用されているが、その他 の製造業者、卸売業者 において も、それぞれの情報処理 シス

テ ムの構築、更改等の時期を とらえ、積極的 に これを採用 す るよ う努め ること。

(三)オ ンライン ・ネ ッ トワークによる情報授受 に対応 したよ り広範囲のプロ トコルの

標準化

オ ンライ ン ・ネ ッ トワー クの構築に対応 して、既存標準 ビジネスプロ トコルに加え、情報

授受 に関する手順及び運用方法の標準化並びに補助帳票類の簡素化等周辺部分の省力化 が図

・られ るよ う努 めること
。

(一(二)に ついて)

(四)収 録情報の拡充

既 に⑱ 日本鉄鋼連盟、(N)鋼材倶楽部、㈲ 日本鉄鋼協会それぞれ において鉄鋼関連情報 の整
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備が進 め られて きてい るが、 これ らの情報分野の中で もなお充実すべ き情報があ り、 また、

今後新たに整備す べ き分野の情報 もあ る。 このため、次 に示 され る情報その他 の整備 の必要

性の高い情報 につ いて、各事業者団体相互が十分連携を と りっつ、収集範囲の拡充及 び情報

内容の充実 を図 る こと。

① 建設 、 自動車、機械 、造船等各鉄鋼需要産業に関す る情 報

②海外 の鉄鋼需給 に関す る情報

③ 内外 の製鉄 、製鋼 、圧延設備等、鉄鋼生産設備に関す る情報

(五)情 報の収集、提供方法の効率化、高度化

オ ンライ ンによる情報の収集及 び提供を 目指 し、利用者のニ ーズに合 った情報のよ り迅速

かつ高度 な利用がで きるよ うな環境を整備す ること。

(六)情 報提供対象者の拡大

デー タベ ースの利用の増大を図 るとともに、複数 データベースにお ける同様の内容の情報

の収集 、蓄積を回避す るため、鉄鋼関連情報を必要 とす る者 が広 くこれを利用で きるよ う情

報提供対象者の拡大 に努め ること。

三 実施 に当た って配慮すべ き事項

(一)中 小企業への配慮

鉄鋼業界及び鉄鋼製品卸 売業界 は、大規模事業者か ら小規模事業者までの様 々な規模 の事

業者か ら構成 されてお り、各事業者 が有す る電子計算機 システム、資金的能力、人 的能 力等

にはか な りの差異があ る。従 って、 ビジネスプ ロ トコルの標準化等に際 して、中小 規模 の事

業者 に過大な負担 を与え ることのないよ う十分配慮す ること。

(二)セ キ ュ リテ ィの確保

企業間 システ ム及 びデータベ ース システムのオ ンライ ン化等 によ り、 システ ムダウ ンや不

正介入等の危 険に さ らされ る可能性及 びその及ぶ影響 の範囲が増大する可能性がある。 これ

に対処す るため、安 全性 、信頼性 の高 い電子計算機 システムを設置する等 セキ ュ リテ ィの確

保 に努め ること。

(三)マ ンマ シンイ ンターフ ェイスの向上

デー タベースに関 して、利用部 門の拡大や利用頻度の増大 に対応 して、検索や加工が容易

に行え るよ う操作性 を確保す る等 マ ンマ シンイ ンターフ ェイ スの向上 に努め ること。

(四)機 器 システム間の相互運用性の確保

業界 内各社 、他業界 データベース、海外データベース等 とのオ ンライ ン化 に も対応 しうる

よ う、今後の情報 システムの構築 に当 たっては、情報 システ ム相互間の相互運用性 に配慮 し

つつ取 り組む こと。
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3.2中 古 自動車販売業

○通商産業省
告示第二号

運 輸 省

情報処理の促進に関する法律(昭 和四十五年法律第九十号)第 三条の二第一項の規定に基づ

き、中古自動車販売業における電子計算機の連携利用に関する指針を定めたので、次のとおり

告示する。

昭和六十一年六月二日

通商産業大臣 渡辺美智雄

運輸大臣 三塚 博

中古自動車販売業における電子計算機の連携利用に関する指針

我が国中古 自動車販売業は、これまで、㈲日本中古自動車販売協会連合会及び日本中古 自動

車販売商工組合連合会を中心に、効率的な仕入れ及び販売管理を目指 した総合一貫情報管理 シ

ステムの開発及び導入に取 り組んで きた。その成果は、需要家の多様な要求に即応 しうる効果

的供給体制作 りを推進 し、とりわけ我が国自動車流通の発展に大きく寄与 してきたところであ

る。

特に、最近の中古 自動車の需要家の要求は、よりきめ細か く、個性化 も進み、その変化 も速

くなってきている。このような販売環境の下で、中古自動車販売業者(以 下 「販売業者」とい

う。)が 経営を積極的に進めていくためには、一層高度化した情報管理システムの開発を速や

かに行っていく必要がある。 このため、⑱ 日本中古自動車販売協会連合会及び日本中古自動車

販売商工組合連合会が中心になって、全国各地で開催される中古 自動車オークションの出品物

の内容及び落札の結果に関する情報の提供、中古自動車の実勢価格に関する情報の提供、販売

業者を支援する経営情報の提供、販売業者の業務の効率化及び合理化のための汎用システムの

共同利用等を目的とした情報 システムの構築が進められているところである。

しか し、当該システムの構築に当たっては、本 システムを採用する中古自動車販売店(以 下

「販売店」という。)等 の拡大、異なる情報処理機器間の相互運用性の確保、自動車産業関連

情報等の内容の充実、情報収集及び提供の高度化等の課題が残されている。

今後、これ らの課題を克服 しつつ、販売業者等の間で連携 した電子計算機の効率的かっ高度

な利用を実現することは、中古自動車販売業全体の一層の高度化のための基盤を提供するもの

であるとともに、自動車関連業界全体の健全な発展にも資するものである。

この指針は、以上の認識に基づき、中古 自動車販売関連業界における電子計算機の一層の効

率的利用を図るため、電子計算機利用高度化計画を勘案 し、販売業者等が連携して行 う電子計
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算機の利用 の態様、その実施 の方法並 びにその実施 に当たって配慮 すべ き事項を示す もので あ

る。

一 事業者が連携 して行 う電子計算機の利用 の態様

(一)各 県 中古 自動車販売商工組合の電子計算機及び販売店 の端末機を從 日本中古 自動車販

売協会連合会が構築、運営す るネ ッ トワー クによって接続 し、オ ンライ ンで情 報の処理、収

集、提供 、交換を行 う業界共同の情報 システム

(二)㈲ 日本中古 自動車販売協会連合会が中心 とな って開発 した販売店業務用 の汎用 ソフ ト

ウェアを共同利用 して構築す る情報処理 システ ム

ニ 実施の方法

(一)収 集及び提供す る情報の拡充

次 に掲げ る情報 その他の整備の必要性の高い情報 にっいて、段階的に情報 内容 の充実を図

る こと。

① 全国のオー クション会場 における中古 自動車の出品、落札 、実勢価格(成 約価格 の最

高値、最安値、平均値 、該当台数)等 オー クションに関す る情報

② 業販 車に関す る実勢価格等 の情報

③ 販売店が持つ中古 自動車の在庫等商品 に関す る情報

④ 分野別、体系的に整理 された自動車産業 に関連す る諸情報

(二)情 報 の入力体制の整備

オー クシ ョンに関す る情報 は、各県中古 自動車販売商工組合の電子計算機 か ら入力 され る

情報が基 になって作 り出され るものである。従 って、各県 中古 自動車販売商工組合 において

は、販売店がオー クシ ョン情報等を有効 に活用で きるよ う、迅速かつ正確 な情報 の入力体 制

の整備を図 ること。 なお、電子計算機が未設置の場合は、㈲ 日本中古 自動車販売協会連合 会

と十分連携を取 りつつ設置す ること。

(三)参 加者の拡大

事業者が連携 して行 う電子計算機の利用 については、その参加者を拡大す ることによ って

その利用価値が高 まるとともに、全体 と しての費用対効果比の改善が図れ ること等が期待 さ

れ ることか ら、一(一)及 び(二)へ の参加者 の拡大を図 ること。

(四)デ ー タコー ド及 びデータ交換 フォーマ ッ トの標準化

変換 のための マスターファイルの維持 、管理業務を軽減 し、汎用 ソフ トウェアの利用範囲

の拡大等 を図 るため、各県 中古 自動車販売商工組合及 び販売店 は、共同 システ ムへの参加時、

既存情報 システ ムの更改時を とらえて、㈹ 日本中古自動車販売協会連合会の定 めた次 に掲げ

る中古 自動車販売に係 る情報処理 に必要 なデータコー ド及 びデータ交換 フォーマ ッ トを積極
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的に採用す るよ う努 めること。 また、 これ らのデー タコー ド等 にっいては、より広 い分野の

標準化を進め るとともに、既存のデー タコー ド等の有効性 を保 ち、多様化す るニーズに応 え

られ るよう、維持、管理業務を充実す ること。

① デー タコー ド

イ 商工組合 コー ド

口 才 ークシ ョン会場 コー ド

ハ 販売店 コー ド

ニ 草名 コー ド(メ ーカー コー ド、分類 コー ド、通称草名 コー ド)

ホ グ レー ド、 シフ トチ ェンジの方式、冷房 の有無等 自動車の仕様に関す るコー ド

② データ交換 フ ォーマ ッ ト

イ オ ークシ ョン出品、落札デー タ交換 フォーマ ッ ト

ロ 業販車デー タ交換 フォーマ ッ ト

ハ 在庫 データ交換 フ ォーマ ッ ト

(五)既 存伝送手順の採用

情報処理サー ビス業者 の保有す る電子計算機及び各県 中古 自動車商工組合の電子計算機又

は販売店の端末機 との接続に当たって は、当該情報 システ ムの特長か ら、 フ ァイル伝送 には

rJ手 順」を、会話型伝送 には非 同期無手順方式の うちか ら㈲ 日本中古 自動車販売協会連合

会が指定す る方式を採用す るよ う努 めること。

三 実施 に当た って配慮すべ き事項

(一)費 用負担面での配慮

中古 自動車販売業界 は、主 として中小規模の事業者か ら構成 されてお り、資金的能 力、人

的能 力等の面 か ら必ず しも容易に システムに参加す ることがで きないおそれがあ る。従 って、

利 用料金、販 売店設置の端末機等につ き費用負担が過大 になることのないよ う所要の配慮を

す ること。

(二)セ キ ュリテ ィの確保

情報 システムのオ ンライ ン化及 び システム参加者の拡大等によ り・ システムダウ ンや不正

介入等の危険にさ らされ る可能性 と影響 の及ぶ範 囲が増大す るおそれがあ る。 これ に対処す

るため、情報処理 サー ビス業者等 は、 「電子計算 機 システム安全対策基準」を遵守 し、情報

システ ムの安全性、信頼性の確保 に努め ること。

(三)プ ライバ シーの保護

販売店 における在庫情報等 システムに提供 し公 開する情報 と個 々の仕入相手先や経営 に関

す る登録情報等個別の販売店 限 りの情報 とを峻別 して取 り扱 うこととし、後者の情報が漏洩
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する ことな どのないよ うプ ライバ シーの保護 に努める こと。

(四)マ ンマ シンイ ンターフェイスの向上

情報処理 についての専門的知識を要 する ことな く、デ ータベースの検索や加工 に必要 な端

末の操作が容易 に行え るよ う、メニ ュー方式を採用す る等マ ンマ シンイ ンターフ ェイスの向

上 に努 める こと。

(五)機 器 、 システム間の相互運用性の確保

機器の導入 に当た って相互運用性の面で無用 の混乱が生 じないよ う㈲ 日本中古 自動車販売

協 会連 合会 において相談窓 口を作 る等体制の整備に努 める こと。 また、 自動 車部品販売業や

石 油流通 業その他 の業界情報 システムとの相互乗 り入れ に対応 しうるよ う、今後 の情報 シス

テムの構築 に当た っては、情報 システム間の相互運用性 に配慮 しつつ取 り組 む こと。
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3,3電 気事 業

○通商産業省告示第二百八十六号

情報処理の促進に関する法律(昭 和四十五年法律第九十号)第 三条の二第一項の規定に基づ

き、電気事業における電子計算機の連携利用に関する指針を定めたので、次のとおり告示する。

昭和六十二年七月十五 日

通商産業大臣臨時代理

国務大臣 中曾根 康弘

電気事業における電子計算機の連携利用に関する指針

我が国電気事業は、昭和三十年代という早い時期か ら、それぞれの電気事業者において、電

力設備の管理の高度化及び料金計算等各種業務の効率化を目指 した総合的な情報処理システム

の開発及び導入に取り組んできた。その成果は、需要家の多様なニーズに即応 し得る効率的供

給体制となって、我が国電気事業の発展に大きく寄与 したところである。

このような積極的な情報化への取組みを通 じて、電気事業者は情報化に関 して我が国産業界

の中でも特に高いポテンシャルを蓄えてきた。系統保護 システム、給電運用 システム、発変電

所集中制御 システム等の電力供給の安定化、効率化等を図る電力保安用情報処理システムにつ

いては、世界的に見て も完成度の高いシステムとなっている。また、電力系統解析等の大規模

な技術計算、電気料金の自動振替、工事 ・資材代金等の振込等に伴 う金融機関との膨大な情報

交換等、経営の効率化、需要家サービスの向上等を図るための業務用情報処理について も、電

気事業者は技術的にも人材の面で も高い能力を有す るに至っている。これに加え、電力保安 ・

給電用の自営通信ネ ットワークについて も早 くからその構築を進め、現在、大規模なネ ットワ

ークと質の高い技術要員を擁 している。

その結果、電力業界に対 して、情報 ・通信の両面に渡る高いポテンシャルを、我が国産業の

情報化及び地域の情報高度化を推進する上で活用することへの期待が高まっている。

しか し、最近の企業間連携を核とした産業の情報化、ネッ トワーク化の方向に応 じた電力業

界の一層の情報高度化並びに地域及び電力関連業界の情報高度化への貢献のためには、電気事

業者間、電気事業者 と関係会社間、電気事業者と需要家間等のネッ トワーク化、その前提とな

るビジネスプロ トコルの標準化並びに業界内での情報収集 ・調査分析業務の迅速化 ・効率化の

ための電力業界共同データベースの形成といった課題がある。

今後、これ らの課題を克服 しつつ、電気事業者間等で連携 した電子計算機の効率的かっ高度

な利用を実現することは、電気事業全体の一層の高度化のための基盤を提供するものであると

ともに、ひいては、我が国経済の発展及び国民生活の向上にも資するものである。
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この指針 は、以上の認識 に基づ き、電力関連業界における電子計算機の一層の効率 的利用 を

図 るため、電子計算機利用高度化計画を勘案 し、事業者が連携 して行 う電子計算機 の利用 の態

様 、その実施 の方法及 びその実 施に当たって配慮すべ き事項を示す ものであ る。

一 事業者が連携 して行 う電子計算機の利用の態様

(一)帳 票、 デー タ交換 フォーマ ッ ト、そこに記載 され る項 目コー ド等 の ビジネスプ ロ トコ

ルを標準化 し、 これ を用 いた 「帳票交換方式」、 「磁気 媒体(磁 気テープ等)交 換方式」又

は 「企業間オ ンライ ン方式 」による電気事業者間、電気事業者 と関係会社 聞及 び電気事業者

と電力関連業界間にお ける業務用情報処理 システム

(二)情 報 の体系的 な収集、整備及び管理並 びにその共同利用のため、各電気事業者が 緊密

な連携を とりつっ構築す る電力業界共同のデータベース システ ム

ニ 実施の方法

(一)企 業 間ネ ッ トワー クの構築

電気事業者 と関係会社 間では、資材調達、請負工事等 の業務量が多 く、情報のや りとりも

比較 的まとまって存在 して いるため、業務上関係の深 い会社 を中心 とした コンピュー タネ ッ

トワー クを構 築するよ う努 めること。 また、電気事業者 聞及 び電気事業者 と電力関連業界 間

について も、電気事業全体の高度化等のため、将来の発展を考慮に入れてネ ッ トワー クの拡

大 に努め ること。

(二)ビ ジネスプロ トコルの標準化

電気事業者 と電力関連業界 間等の帳票類、 コー ド及 びデー タ交換 フォーマ ッ ト等の ビジネ

スプ ロ トコル について は、電力関連業界か らのニ ーズに応 え るとともに地域の情報化の円滑

な推進 に資す るために も、 中長期的観点 に立 って ビジネ スプ ロ トコルの標準化の有効性 につ

き電気事業者聞及 び電気事業者 と電 力関連業界間等での合意形成 を図 り、現行処理 との整合

性 に配慮 しつつ、 ビジネ スプ ロ トコルの標準化を図 ること。

(三)電 力業界共同デー タベースの形成

電力業界共 同デー タベー スの構築 ・運用の形態 において、収集 ・提供すべ き情報の種類、

対外提供の在 り方等の基本 的事項 について、合意形成 を図 ること。

(四)実 施体制の整備

以上の各項を実施す るため、電力業界 と して実施体制 を整備 し、その効率的促進 に努 める

こと。

三 実施に当た って配慮 すべ き事項

(一)中 小企業への配慮

電気事業 を取 り巻 く業界 は、大規模事業者か ら小規模事業者 まで様 々な規模 の事業者か ら
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構成 されてお り、各事業者が有す る電子計算機 システ ム、資金的能 力、人的能力等にはかな

りの差異がある。 したが って、企業間ネ ッ トワー クの構築 ・運 用等 に際 して、中小規模の事

業者 に過大な負担 を与え ることの ない よ う十 分配慮す ること。

(二)セ キ ュ リテ ィの確保

企業 間 システム及びデー タベース システムのオ ンライ ン化等 によ り、 システ ムダウ ン ・不

正介入等の危険にさらされ る可能性及 びその影響 の及ぶ範囲が増大す る可能性 がある。 これ

らに対処す るため、安全性、信頼性 の高い電子計算機 システムを設置す る等セキ ュ リテ ィの

確保 を図ること。

(三)プ ライバ シーの保護

電力業界共同データベース運用の際、情 報の外部提供にっいては、提供の範囲、方法等に

つ いて明確な基準 を設け る等、 プライバ シーの保護 に十分配慮 す ること。

(四)通 信プロ トコルの標準化

企業 間ネ ッ トワー クの構 築に当た って は、 ビジネスプ ロ トコルの標準化に加 え、その基盤

とな る通信プ ロ トコルについて もOSI(開 放型 システ ム間相互接続)導 入の動 きを踏 まえ

た形 での統一 ・標準化に努め ること。

(五)通 信基盤の効率的整備

社内用情報高度化の一環であ るデ ジタル統合通信ネ ットワー クの構築 に当たっては、企業

間 ネ ッ トワー ク及 び電力業界共同デ ータベースの効率的構築 ・運用 、対外 サー ビスの高度化

等情報処理 の高度化 に配慮 しつつ取 り組む こと。

(六)情 報処理資産の活用による対外 サー ビスの展開

情 報化の推進 に当たって は、地域 の情報化の促進への貢献、業務用のネ ッ トワークの経済

性 の向上等の観点か ら、業務用 の企業 間ネ ッ トワークやその他 の情報処理資産 の活用によ り、

一 般企業 を も対象 と した情報サー ビスの提供等対外サー ビスの向上 に努 めること。

(七)需 要家サー ビスの高度化

情報化の推進に当た っては、種 々の需要家広報、 自動検針及び関連制御、会社窓口におけ

るサー ビス等需要家サー ビスの高度化 に資す るよ う努めること。

(八)ソ フ トウ ェアの開発の効率化

電力系統解析等大規模 な技術計算 や電 力需要想定を始あ とす る シ ミュ レーシ ョン等電気事

業共通の システムにっいて は、 ソフ トウェアの流通 ・共同開発等効率化 に努め ること。

(九)技 術開発

企業間ネ ッ トワー ク及 び電力業界共 同デー タベースの構築等の情報処理 の高度化 を進め る

に当たっては、必要 な関連技術 の開発 を合理的かつ効率 的に行 うよ う努 め ること。
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3.4家 具 業 界

○通商産業省告示第五百五十五号

情報処理の促進に関する法律(昭 和四十五年法律第九十号)第 三条の二第一項の規定に基づ

き、家具業界における電子計算機の連携利用に関する指針を定めたので、次のとおり告示する。

昭和六十二年十二月十六 日

通商産 業大臣 田村 元

家具業界 における電子計算機の連携利用 に関す る指針

近年 、住 宅事情の変化、 イ ンテ リア嗜好の変化等か ら家具の需要者 ニーズの多様化 、個性化

が進ん でお り、家具小売業者 、卸売業者及び製造業者 が安定 した経営 を維持 してい くためには
、

高度 な情報処理 システ ムの開発を積極的に進 め、経営 の合理化、市場ニ ーズへの対応を図 る必

要があ る。

このため、家具業界 においては、 これまで 日本優良家具販売協同組合
、全 国家具卸組 合連合

会な どの団体を中心 に総合的な情報処理 システムの開発に取 り組んで きたと ころであ り、今後

この情報処理 システ ムが構 築されれば、需要者の多様 な要求 に即応 し得 る効果的供給体制が確

立 され、我が国家具業界の生産 ・販売活動の活性化 に大 いに寄与す る もの と期待 されて いる
。

具体的 には、全国家具卸組合連合会が中心 とな って、 「家具統一伝票 」の標準 フォーマ ッ ト

が設定 され、その普及 ・拡充が図 られているほか、商品 コー ドの共通化、 メーカー コー ドの登

録が開始 され ている。 さ らに、 これ らの動 きを踏 まえっつ、昭和五十七年か ら日本優良家具販

売協 同組合 において、小売業者 と卸売業者及び製造業者 を結ぶ受発注情報交換 システ ムの開発
、

商品取引 に係 る ビジネスプ ロ トコルの標準化、中小企業者における電子 計算機 の共同利用の普

及促進、共同デー タベ ース システムの開発等の活動が進め られてい る。

しか し、情報処理 システ ムの構築 に当たっては、伝票 フォーマ ッ ト、商品 コー ド等 の ビジネ

スプ ロ トコルの標準化 の拡 大及 び共同データベースの情報内容の充実
、情報の収集 ・提供方法

の高度化 といった課題が残 されてい る。

今後、 これ らの課題を克服 しっつ、家具業界において連携 した電子計算機 の効率的かつ高度

な利用を実現 す ることは、家具業界全体の一層 の高度化のための基盤 を提供 するとともに
、需

要者の様 々なニーズに的確 に対応で きる体制を構築 し、国民生活の基盤で ある住空間の質の高

度化 に資す る ものであ る。

この指針 は、以上の認識 に基づ き、家具業界 における電子計算機の効率 的利用 を図 るため
、

電子計算機 利用 高度化計画を勘案 し、小売業者が卸売業者及び製造業者 と連携 して行 う電子計

算機 の利用 の態様、その実施の方法及びその実施 に当た って配慮すべ き事項 を示す もので ある
。
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一 事業者が連携 して行 う電子計算機の利用の態様

(一)取 引伝票等各種帳票、データ交換 フ ォーマ ッ ト、 メッセ ージフォーマ ッ ト、そ こに記

載 され る項 目コー ドなどの ビジネスプ ロ トコルの標準化等 を踏 まえて構築す る 「企業間オ ン

ライ ン方式 」による受発注情報交換 システム

(二)各 事業所の顧客情報、販売 ・在庫 情報等経営の合理化、効率化を図 る上 で必要 な情報

を処理す るために共同開発され た ソフ トウェアの利用 による経営情報処理 システム

(三)需 要者 のニ ーズを迅速 に把握 し、適切な生産 ・在庫管理体制を確立 し、業務の効率 化

を図 るための共 同デ一夕ベ ース システム

ニ 実施 の方法

(一)ビ ジネスプ ロ トコルの標準化

受発注情 報交換 システム、経営情報処理 システム、共同 データベース システ ム等の構築 に

当た って は、 日本優良家具販売協 同組合を中心に次に掲 げる ビジネスプロ トコルにつ いて一

層の標準化 に努 めること。 また、既存 の標準 ビジネ スプ ロ トコルについては、 その有効性に

っ き業界内の合意形成を図 るとともに、現行処理 との整合性 を配慮 しつつ、普及 、拡充 に努

める こと。

① 売上 伝票、請求明細書 、仕入伝票、納 品書 、物品受領書等 帳票類 フ ォーマ ッ ト

② 商品 コー ド、仕入先 コー ド、顧客 コー ド、住所 コー ド

ただ し、商品 コー ドはJANコ ー ドを使用 し、商品名については既存 の業界標準

分類 と整合性 を図 ること

③ 在庫 、販売等データ交換 フ ォーマ ッ ト

④ メ ッセー ジフォーマ ッ ト

(二)通 信プ ロ トコルの標準化

日本優良家具販売協同組合が管理 す る電子計算機 システ ムと小売業者 と卸売業者及 び製造

業者 の端末機 との接続 に当た って は、 当該情報 システムの特 徴を十分配慮 し、適切 な通信 プ

ロ トコルを採用す るよ う努あ ること。

(三)受 発注業務 のオ ンライ ン化

小売業者 と卸売業者及び製造業者間の受発注 に当た っては、発注情報 、受注情報 、在庫情

報等取 り扱 う情報につ いて利用者のニ ーズを十分 に把握 し、相互 を接続 したオ ンライ ン方式

によ る情報交換 システムを構築す る ことにより、各種取 引業務の効率化及 び省力化が図 られ

るよう努め ること。

(四)経 営管理機能の充実

各企業の顧客情報、商品管理 、売上入金処理 、買掛 ・仕入管理 、販売 ・在庫管理等独 自の
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経営情報で あ って業界全体 の総合的評 価によ り経理 ・財務の合理化、業務の効率化を図 る上

で有益で あるとされた情報 について処理 を行 うための ソフ トウ ェアを共同開発 し、 これを利

用 した経営情報処理 システムを構築す る ことによ り、経営管理機能の充実に努め ること。

(五)業 界共同デ ータベースの形成

需要者のニ ーズに迅速 に対応 し得 る体制作 りを目指 しっっ、小 売業者 の販売体制の効率化、

卸売業者 ・製造業者 の商品開発等 に有効 な情報 の収集、 メ ンテナ ンスに要す る負担 の軽減を

図 るため、共 同利用 データベース システムを構築する。

収集及 び提供 するデータは、次 に掲げ る情報等利用者のニ ーズに合 った情報 とし、必要 に

応 じ、収集範 囲の拡充、情報内容の充実を図ること。

① 卸売業者及 び製造業者が持つ在庫等 商品に関す る情報

② 新商品 、推奨商品等の受発注動 向に関す る情報

③ 商品別 に整理 された売れ筋に関す る情報

三 実施 に当たって配慮 すべ き事項

(一)費 用負担面での配慮

家具業界 は、主 と して中小規模の事業者か ら構成されてお り、情報 化への対応 について は

各事業者の資金的能力 、人的能力等か ら必ず しも進んでい る状況 とは言えない。 したが って

日本優良家 具販売協 同組合 はシステ ムの構築 に当た って、費用 負担が過大になる ことの ない

よ う十分配慮 する こと。

(二)セ キ ュ リテ ィの確保

受発注情報交換 システ ム、経営情報処理 システム及び共 同データベ ースシステ ムの構築 に

当た って は、顧客情 報等機密性 の高いデータ処理 に対す るニ ーズ も高 く、 システ ムダウンや

不正介入 に対す る十分 な対策が望 まれ る。 これに対処す るため、 「電子計算機 システム安全

対策基準」を遵守 した安全性、信頼性の高い電子計算機 システ ムの設置や運用面での配慮等

セキュ リテ ィの確保 を図ること。

(三)プ ライバ シーの保護

共同デー タベースの利用に際 して は、情報 の提供範囲、方法等 にっ いて明確 な合意基準を

設 け、プライバ シーの保護に十分配慮す ること。

(四)機 器 、 システ ム間の相互運用性 の確保

機器の導入 に当た っては、相互運用性の面で混乱が生 じないよ う日本優良家具販売協同組

合において相談窓 口を作るなど体制 の整備 に努めること。 また、企業間オ ンライ ンシステム

の構築 に当た っては、業界内各社 は もとよ り、将来的には他業界 とのオ ンライ ン化 に も対応

し得 るよ うシステムの相互運用性 を配慮 しつっ、OSI(開 放型 システム間相互接続)の 動
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きを踏まえた上で 、 ビジネスプ ロ トコルの標準化に加 え、その基盤 となる通信プ ロ トコル に

ついて も統一 ・標 準化に努め ること。

(五)共 同開発

企業間ネ ッ トワーク、データベースの構築等電子計算機利用の高度化に当た っては、業界

内及び関連業界間 との連携を図 り、 日本優良家具販売協同組合が中心 とな って共同開発等 に

よ り必要な関連技術 の開発を合理的かつ効率的に行 うよ う努 める こと。
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3.5電 子 出版業

○通商産業省告示第百十八号

情報処理の促進に関す る法律(昭 和四十五年法律第九十号)第 三条 の二第一項の規定 に基づ

き、電子 出版業における電子計算機の連携利用 に関する指針 を定 めたので、次の とお り告示す

る。

昭和六十三年三月二十九 日

通商産業大臣 田村 元

電子出版業 にお ける電子計算機の連携利用 に関する指針

我が国電子出版業は、 コンピュー タ技術の飛躍的な発展を背景 と して、CD-ROMと 呼ば

れ る大容 量パ ッケージメデ ィアを利用 することによ り、デー タベー スの要素を取 り入れ た新 し

い出版形態 を創 出 して きた。 この電子 出版 は、 これまでの出版 の概念 を大 きく広げ るもので あ

り、その将来 に大 きな期待が寄 せ られて いるところであ る。

特 に昨今のCD-ROMド ライブの価格低下を背景 と した電子 出版 ソフ トの利用者層の拡大

に伴 い、使 い易 くかつ低廉 な ソフ トに対す る需要が高ま って いる。

しか しなが ら、現在発売されて いる電子 出版 ソフ トは、各社が開発 した独 自の ソフ トフ ォー

マ ッ トを用 いて作成 されており、各社独 自のプログラムを使用 しなければ読み出す ことがで き

ない状況 とな っている。電子出版業界が、今後、利用者のニ ーズ に対応 したソフ トの供給 を行

って い くには、 ソフ トフォーマ ッ トを統一す るとともに、電子 出版 業界共同データベー スの整

備等を図 ることによ り、 ソフ ト制作 の効率化 とソフ トの流通 の拡 大を図 ってい くことが重要で

あ る。

今後、 これ らの課題を克服 しつつ、事業者間での連携 した電子計算機の効率的かっ 高度 な利

用 を実現す る ことは、電子出版業全体の一層 の高度化のための基盤 を提供する もので あるとと

もに、電子 出版業界全体の健全 な発展 に も資す るものである。

この指針 は、以上の認識 に基づ き、電子出版業界 における電子計算機 の一層の効率的利用を

図 るため、電子計算機利用高度化計 画を勘案 し、電子出版業者が連携 して行 う電子計算機 の利

用の態様、その実施の方法及 びその実施 に当た って配慮すべ き事項を示す る ものであ る。

一 事業者が連携 して行 う電子計算機 の利用の態様

(一)電 子 出版媒体上の ソフ トフォーマ ッ トの統一を踏 まえて構築す る事業者間のデー タ交

換 を可能 とす る共通の システム

(二)統 一 ソフ トフ ォーマ ッ トの利用を促進す るため、各事業者が密接な連携を とりっっ構

築 する業界共同のデータベース
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二 実施 の方法

(一)ソ フ トフォーマ ッ トの統 一

日本電子 出版協会を中心 に、統一 ソフ トフォーマ ッ トを策定 し、各事業者が 当該 フ ォーマ

ッ トに基づいた電子 出版 ソフ トを供給す ること。

(二)事 業者間 ソフ ト情報ネ ッ トワー クの構築

電子出版業界内で、相互 に利用可能 な情報又 はプ ログラムを有効 に活用するための企業 間

情 報ネ ッ トワークを構築す るよ う努 める こと。

(三)電 子出版業界共 同データベースの形成

統一 ソフ トフォーマ ッ トの利用拡大を図るため、当該 フ ォーマ ッ トに基づ いて作成 され た

標準 ソフ トデータベースを整備す ること。

(四)実 施体制の整備

以上の項 目の円滑な実施 を図 るため、事業者間の十分な協力体制 を整備す ること。

三 実施 に当たって配慮すべ き事項

(一)中 小企業への配慮

電子出版業界は、大規模事業者か ら小規模事業者 までの様 々な規模の事業者か ら構成 され

てお り、各事業者が有す る電子計算機 システム、資金的能力 、人 的能力等にはかな りの差異

があ る。 したが って、共同デー タベースの構築等 に際 して、中小 規模の事業者 に過大な負担

を与えないよ うに十分配慮す ること。

(二)マ ンマ シンイ ンターフェイスの向上

事業者の増大に対応 して、検索 や加工が容易 に行え るよ う操作性 を確保する等 マ ンマ シン

イ ンターフェイスの向上に努め ること。

(三)機 器の互換性の確保

事業者の増大に対応 して、検索 や加工が容易 に行え るよ う異機種 のハー ドウ ェアユ ーテ ィ

リテ ィ間の互換性が確保 され るよ う努 め ること。
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3.6電 子機器製造業

○通商産業省告示第二百二十九号

情報処理 の促進 に関す る法律(昭 和四十五年法律第九十号)第 三条の二第一項の規定 に基づ

き、電子機器製造業にお ける電子計算機 の連携利用 に関す る指針を定あたので、次の とお り告

示す る。

昭和六十三年六 月一 日

通 商産業大臣 田村 元

電子機器製造業 における電子計算機の連携利用に関す る指針

我が国電子機 器製造業 は、 これ まで大手電機 メーカーを中心 に、先進技術 の開発 とともに、

信頼性の高い製品を安価 にかっ大量 に供給 し得 る生産 ライ ン及 び生産管理 システムの整備 に取

り組んで きた。 その成果 は、需要家の多様 なニ ーズに即応 し得 る効率的な供給体制 となって、

我が国電子機器製造業の発展 に大 き く寄与 して きたところであ る。

近年、特 に昭和六十年代 に入 り、電子機器製造業 における情報化 は、従来の製造工 程のみな

らず、資材調達、製 品販 売等の流通面に も及ぶよ うにな った。

特 に、資材調達面 について は、生産 に迅速に対応する資材 調達 及び資材在庫の縮小 を 目標 と

した情報化が進 み、組立 メーカーにおいては、いわゆる資材調達取 引のオ ンライ ン化 の必要性

が高ま って きた。 このため、㈲ 日本電子機械工業会は、資材委員会及 び部品運営委員会 におい

て、オ ンライ ン化 につ いて分析 を行 い、その結果、オ ンライ ン化 の前提 となる ビジネ スプロ ト

コル及 び伝送手順の標準化等様 々の課題の存在が明 らかにな ったと ころであ り、既 に㈲ 日本電

子機械工業会 内のオ ンライ ン化取引対応委員会において検討が始 め られている。

今後、 これ らの課題 を克服 しつっ、事業者間で連携 した電子計算機の効率的かつ高度 な利用

を実現する ことは、電子機器製造業全体 の一層 の高度化のための基盤を提供す るばか りで はな

く、広汎 な分野にわた る資材流通を通 して、他業界に対 して与 え る効果 も大 き く、広 く我が国

産業界の情報化 の進展 と、それ によ る生産 ・流通の効率化 に資す るものであ る。

この指針 は、以上 の認識 に基づ き、電子機 器製造業において電子計算機を効率的 に利用 し、

生産 ・流通の一層 の高度化を図 るため、電子計算機利用高度化計画 を勘案 し、事業者が連携 し

て行 う電子計算機 の利用の態様、その実施の方法及 びその実施 に当た って配慮すべ き事項 を示

す ものである。

一 事業者が連携 して行 う電子計算機の利用の態様

(一)オ ンライ ンメ ッセー ジフ ォーマ ッ ト、そ こに記載 され る項 目コー ド等の ビジネ スプ ロ

トコル及 び伝 送手順 の標準化を踏 まえて構築す る個別企業間オ ンライ ンデータ交換 によ るオ
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ンライ ン取引 システ ム

(二)標 準化 された ビジネ スプ ロ トコル及 び伝送手順 によ り、各事業者の業務処理 システ ム

を相互 に結 び、取引情報の交換を効率的に行 う蓄積交換 ネ ッ トワークシステム

(三)オ ンライ ン取引 システムと連携 したバー コー ドラベル システ ム

ニ 実施の方法

(一)ビ ジネスプロ トコルの標準化

次 に掲げ る ビジネスプロ トコルについて、㈲ 日本電子機械工業会 のオ ンライ ン化取 引対応

委員会を中心 に標準化を検討 し、その有 効性 につ き業界内での合意形成 を図 り、現行処理 と

の整合性 に配慮 しつつ、発注か ら決済 に至 るオ ンライ ンデー タ交換推奨 モデルを形成するよ

う努 あること。

① 注文、納入、出荷、入荷 、検収等 に係 る情報(以 下 「各種交換情報」 とい う。)の交換

規約

② 各種交換「青報のフ ォーマ ッ ト

③ 各種交換情報 に共通 的に使用 され るデータ項 目の定義 と表現形 式(コ ー ド体系)④

オ ンライ ンデータ交換推奨 モデル と整合性 の とれた物 流用バ ーコー ド付 きラベ ルの フォ

ーマ ッ トとその運用方法

(二)業 界推奨伝送手順の設定

各種交換情報をオ ンライ ン交換す るために、電子機 器製造業 に最適 な伝送手順を設定 し、

業界標準 としての普及に努 める こと。

その際、OSI(開 放型 システム間相互接続)を 基本 とした標準的な伝送手順の開発に貢

献 し得 るよう努 めること。

(三)業 界標準 ビジネスプロ トコルの積極的採用

今後、電子機器製造業で は、組立 メーカーを中心 に、受発注 などの取 引データを交換す る

個別の情報 ネ ッ トワークの構築が進 む と考え られ る。 したが って、 これ ら個 々の端末及 び シ

ステムの相互接続 に要す る費用の削減 と期 間の短縮 を図 るたあ、各事業者 において は、特 に

外部接続 イ ンターフェイスに、業界標準 ビジネスプ ロ トコルを積極 的に採用す るよ う努ある

こと。

(四)蓄 積交換ネ ッ トワー クシステムの確立

各種取引業務の広域化、効率化及 び省 力化を図 るため、⑱ 日本電子機械工 業会 を中心 に し

て、標準化 された外部接続 イ ンターフ ェイスを持 ち、多数の取 引業務用ネ ッ トワー クを相互

に結合させた蓄積交換ネ ッ トワー クシステ ムの整備に努 めること。

(五)オ ンライ ン取引 に対応 した標準 的業務運用基準の確立
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オ ンライ ン取引開始 に伴 う帳票、オ ンライ ン併用のデー タ交換 によ る運用の複雑化 、各社

別固有ルールによ る運用の繁雑化及び各種 トラブル等 を防止 し、省力化を図 るため、㈲ 日本

電子 機械工業会のオ ンライ ン化取 引対応委員会等を中心 に して、標準的業務運用基準 を確立

す るよ う努め ること。

三 実施 に当たって配慮 すべき事項

(一)中 小企業へ の配慮

電子機器製造業 は、大規模事業者か ら小規模事業者 までの様 々な規模の事業者か ら構成 さ

れて お り、各事業者が有す る電子計算機 システム、資金的能力、人的能力等 にはか な りの差

異が ある。 したが って、 ビジネスプロ トコルの標準化及び業界共 同のネ ッ トワーク システム

の整備等に際 して、 中小規模の事業者に過大な負担を与 え ることの ないよ う十分配慮す るこ

と。

(二)セ キ ュ リテ ィの確保

企業間 システ ムのオ ンライ ン化及び業界共同のネ ッ トワー クシステムの確立等 によ り、 シ

ステ ムダウ ンや不正 介入等 の危険に さらされる可能性及 びその影響の及ぶ範囲が増 大す る可

能性が ある。 これ らに対処す るため、安全性、信頼性の高 い電子計算機 システムの設 置や運

用面での配慮等セキ ュ リテ ィの確保 を図 ること。

(三)他 業界への配慮

電子機器製造業は、製品の製造 に当たって極めて多品種の資材を用 いることか ら、 資材調達

とい う取引を通 じて関係す る業界 は多岐にわた ってい る。 したが って、電子機器製造業 にお

ける電子計算機の連携利用 は、単 に当該業界内にとどま らず、取 引関係にある他 の業界 にま

で も波及 する可能性が大 きい ことを十分考慮 しつっ、その基盤 となる業界標準化 を進め るこ

と。

(四)業 界標準 ビジネ スプ ロ トコルの公開

関連規約を含む電子機 器製造業の業界標準 ビジネスプロ トコル は、当該業界 内に とどまら

ず、産業界全体の資産 となることが望 ま しい。 したが って、その内容 は、積極的 に公 開 され

るべ きで あ り、業界 と しては必要 に応 じて説明会などを実施 し、広 く普及に努 ある こと。

また、蓄積交換 ネ ッ トワークシステムは、電子機器製造業及び これ に関係す るいかな る業

種 に属す る企業 も加入で きるよ うに、開放す るよ う努め ること。
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3.7紙 流 通 業

○通商産業商告示第五百 四十三号

情報処理 の促進に関す る法律(昭 和 四十五年法律第九十号)第 三条 の二第一項 の規定 に基づ

き、紙流通業における電子計算機の連携 利用に関す る指針を定 めたので、次の とお り告示す る。

昭和六十三年十二月二十一 日

通商産業大臣 田村 元

紙流通業における電子計 算機の連携利 用に関する指針

我が国紙流通業 は、 これまで、代理店を中心 に、効率的な紙流通を 目指 して情報処理 システ

ムの構築 に取 り組んで きた。その結果、需要家の多様 なニ ーズに即応 し得 る効率的な供給 体制

が形成 され、我が国紙流通業の発展 に大 き く寄与 して きたところで ある。

昭和40年 代半ば以降、紙流通業において、 コンピュー タの導入が急速 に進展 した。 中で も、

ビジネ スプロ トコルの標準化については、 日本製紙連合会、 日本洋紙代理店会連 合会、 日本板

紙代理店会連合会及び 日本洋紙商連合会の4団 体 の支援の もとに、昭和46年 に紙 ・パルプ コー

ドセ ンターが発足 し、取 引先 コー ド、品 名 コー ド及 び帳票の整備、維持、管理 、普及等が進め

られて きた ところである。

しか しなが ら、近年 、商品の多様化、取引の小 口化、短納期化等 に伴 い、代理店 ごとのオ ン

ライ ンネ ッ トワー クの構築が進め られ る中で、各ネ ッ トワーク間の互換性 の欠如 により、卸業

者においては、複数 の端末機の設 置によ る経済的損失 、操作方法の差異 によ る事務処理の複雑

化等の問題が生 じてお り、代理店 において は、個別のオ ンライ ンネ ッ トワークの構築 による経

済 的負担の増大等が危惧 されている。

このよ うな観点か ら、紙流通業 における情報処理 システムの構築 に当た って は、企業内又は

企業 グループ内にとどまらず、業界全体 を網羅 した形態 の ものが望 まれ る。 このため、 ビジネ

スプロ トコルの標準化 の一層 の推進、異 な る情報処理 システム間の相互接続性 及び相互運用性

の確保 、業界共同デ ータベ ースの整備等 を図 ることが必要である。

今後、 これ らの課題を達成 しつつ、事業者間で連携 した電子計算機の効率 的かっ高度な利用

を図 る ことは、紙流通業の経営の合理化 ・効率化のための基盤を提供す る もので あ るとともに・

紙 ・パ ルプ産業全体の健全な発展 に資す る ものである。

この指針 は、以上の認識 に基づ き、紙流通業における電子計算機の一層の効率的利用を図 る

ため、電子計算機利用高度化計画を勘案 し、事業者が連携 して行 う電子計算機 の利用 の態様・

その実施の方法及びその実施に当た って配慮すべき事項を示 す ものである。

一 事 業者が連携 して行 う電子計算機 の利用の態様
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(一)ビ ジネ スプ ロ トコル(帳 票及 びデータ交換 フォーマ ッ ト並 びに これ らに記載 され る項

目コー ドをい う。以下同 じ)及 び伝送手順の標準化を踏 まえて構 築する磁気媒体(磁 気テー

プ等)交 換方式又 は企業間オ ンライ ン方式 による紙流通業者 聞及 び紙流通業者 と関係企業間

における受 発注情報交換 システム

(二)情 報 の体系的 な収集、整備及 び管理並 びにその共 同利用を図 るための共 同デ一夕ベー

スシステム

ニ 実施の方法

(一)ビ ジネ スプ ロ トコルの標準化

受発注情報交換 システムの構築 に当た って は、日本紙商団体連 合会 を中心 に業界内での合

意形式を図 り、現 在利用 されてい る情報処理 システムとの整 合性 に配慮 しつつ、次に掲げる

ビジネ スプロ トコルの標準化を図 ること。ただ し、取引先 コー ド、品名 コー ド等各種 コー ド

及び帳票の標準化 は、紙 ・パルプ コー ドセ ンターの活用を図 りつつ、進あ ること。

① 注文書 、出庫依頼書、請求書等各種帳票

② 取 引先、品名、データ区分、荷姿、単位等各種 コー ド

③ 在庫照会、在庫品手配、発注手配等 データ交換 フ ォー マ ッ ト

(二)伝 送手順 の標準化

受発注情報交換 システムの基盤 となる伝送手順 にっいては、OSI(開 放型 システム間相

互接続)導 入の動 きを十分踏 まえっつ 、当該 システムの特徴 に配慮 した適切な ものを設定 し、

業界標準 と してその普及に努め ること。

(三)業 界共 同データベースの形成

業界共 同データベ ースの構築及 び運用に当た っては、収集 ・提供 すべ き情報の種類、対外

提供の在 り方等の基本 的事項につ いて、十分な連携を図 ること。

(四)実 施体制の整備

以上の各項を実施す るため、 日本紙 商団体連合会を中心 に、紙流通業 と して実施体制を整

備 し、電子計算機 の連携利用の効率 的促進 に努 めること。

三 実施に当た って配慮すべき事項

(一)中 小企業への配慮

紙流通業 は、大規模事業者か ら小規模事業者 まで様々な規模の事 業者 か ら構成 されてお り、

事業者 間で人的能力等 にかな りの差異があることにかんがみ、企業 間ネ ッ トワークの構築及

び運用、業界共同データベース及び共同で開発された ソフ トウェアの利用等に際 しては、中

小規模の事業者に過大 な負担を与 え ることのないよう十分配慮す る こと。
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(二)セ キ ュリテ ィの確保

受 発注情報交換 システム又は業界共同デー タベ ース システ ムのオ ンライン化等によ り、 シ

ステムダウンや不正介入等の危険にさ らされる可能性及 びその影響 の及ぶ範囲が増大す る可

能性 がある。 これ らに対 処す るため、安全性及 び信頼性の高い電子計算機 システムの設置等

セキュ リテ ィの確保 を図 ること。

(三)プ ライバ シーの保護

業界共同デ ータベースの運用 に際 しては、情報 の外 部提供の範囲 、方法等にっいて 明確 な

基準を設ける等、プ ライバ シーの保護 に十分配慮す ること。

(四)製 紙 メーカーとの情報交換

紙 ・パルプ産業全体の健全な発展 に資す るため、 ビジネスプ ロ トコルの標準化等に当た っ

ては、製紙 メーカーとの情報交換 に努め ること。

一28一



3.8機 械工具業界

○通商産業省告示第百十一号

情報処理の促進に関する法律(昭 和四十五年法律第九十号)第 三条の二第一項の規定に基づ

き、機械工具業界における電子計算機の連携利用に関する指針を定めたので、次のとお り告示

する。

平成二年三月二十二日

通商産業大臣 武藤 嘉文

機械工具業界における電子計算機の連携利用に関する指針

我が国機械工具業界は、これまで大手の製造業者及び卸売業者(以 下 「事業者」という。)

を中心に効率的な生産管理又は販売管理を目的とした情報処理 システムの開発及び導入に取 り

組んできた。その成果は、需要家の多様な要求に即応 し得る効率的な供給体制となって、我が

国機械工具業界の発展に大 きく寄与 したところである。

しか しなが ら、個別企業ごとに独 自の企業間オンラインシステムの構築が進め られているた

あ、他方では、各システムの互換性の欠如により、取引相手側における複数の端末機の設置に

よる重複投資、事務処理の複雑化等の問題 も生 じつつある。

こうした状況の下で、機械工具の製造業者団体及び卸売業者団体の傘下の主要企業が中心 と

なって、各事業者の業務の効率化及び流通の合理化を図るため、製造業者と卸売業者 との聞及

び卸売業者間を結ぶ高度化 した共同利用型のオンライン情報交換 システムの構築が進あられて

いるところである。

しか し、情報交換 システムの構築に当たっては、ビジネスプロ トコルの標準化の一層の推進、

異なる情報処理 システム間の相互接続性及び相互運用性の確保、当該 システムに参加する事業

者の拡大、商品 コー ド、取引先コー ド等の各種データコー ドの登録 ・管理体制の整備等の課題

が残 されている。

今後、 これ らの課題を克服 しつっ、事業者間で連携 した電子計算機の効率的かつ高度な利用

を実現することは、機械工具業界全体の一層の高度化のための基盤を提供するものであるとと

もに、我が国機械工具業界の健全な発展に資するものである。

この指針は、以上の認識に基づき、機械工具業界における電子計算機の一層の効率的利用を

図るため、電子計算機利用高度化計画を勘案 し、事業者が連携 して行 う電子計算機の利用の態

様、その実施の方法及びその実施に当たって配慮すべき事項を示す ものである。

一 事業者が連携 して行 う電子計算機の利用の態様

取引伝票等の各種帳票のフォーマ ット、データ交換フォーマ ット及びこれ らに記載される
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項 目コー ド等 の ビジネ スプロ トコルの標準化等 を踏 まえて構築す る企業 間オ ンライ ン方 式に

よ る事業者間の在庫照会、受発注等 に係 る情報交換 システ ム

ニ 実施の方法

(一)ビ ジネスプロ トコルの標準化

在庫照会、受発注等に係 る情報交換 システムの構築に当た っては、 システ ム運営機 関を中

心 に、次 に掲 げるビジネ スプ ロ トコルにっいて一層の標準 化に努あ ること。 また、既存の統

一伝票については、当該 システムとの整合性 に配慮 し、必要 に応 じ改良 を加え るとと もに、

その有効性 につ き業界内の合意形成を図 りっっ、その普及 に努 める こと。

① 納品書、仕入伝票 、物 品受領書、請求明細書、売上伝票等 の各種帳票のフ ォーマ ッ ト

② 商品 コー ド、取引先 コー ド等の各種 デー タコー ド

③ 在庫照会、受発注、 出荷、請求 、販売実績照会等 に係 るデ ータ交換 フォーマ ッ ト

(二)伝 送手順の標準化

情報交換 システムの基盤 とな る伝送手順 にっ いては、在庫照会 、受発注等 の業務処理 に適

した接続形態を可能 とす るたあ、当該 システムの特 徴に配慮 した適切 な伝送手順を設定 し、

その普及 に努めること。

(三)コ ー ド管理体制の整備

当該 システムにお いて用 いる標準的 な商品 コー ド及 び取 引先 コー ドについて は、次の点 に

留意 し、 システム運営機関が中心 とな って登録 、管理 及び普及 に努 める こと。

① 商品 コー ドは、メーカーコー ド及 び品名 ・寸法 コー ドによ り構成 され る機械工具業界

標準商品 コー ドを使用す る もの とす ること。

② 取 引先 コー ドは、業界横断的な統一企業 コー ドとの整合性 に配慮 した もの とす る こと。

(四)在 庫照会及び受発注業務 のオ ンライ ン化

事業者間の在庫照会及 び受発注 に当た っては、在庫情 報、価格情報 、納期情報、発注情報 、

受注確認情報等取 り扱 う情報 について利用者のニーズを十分 に把握 し、利用者相互を効率的

に接続 したオ ンライ ン伝送方式 による情報交換 システムを構築す る ことによ り、各種取 引業

務 の効率化及 び省力化が図 られ るよ う努 めること。

(五)交 換情報の拡充

取引業務の一層の効率 化を図 るため、第二段階 として受注残情報、請 求 ・支払情報、販売

実績情報等 オ ンライ ンで交換する情報 の種類を拡充 し、情報交換 システムの機能の充実 に努

め ること。

三 実施に当た って配慮す べき事項

(一)中 小企業への配 慮
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機械工具業界 は、大規模事業者か ら小規模事業者 まで様 々な規模の事業者か ら構成 され て

お り、各事業者 の情 報化の水準、資金的能力、人的能力等にはかな りの差異があ る。 したが

って、情 報交換 システ ムの構築 に当たって は、中小企業者 に過大 な負担を与え ることのな い

よう十分配慮す る こと。

(二)セ キュ リテ ィの確保

情報交換 システ ムのオ ンライ ン化及 び当該 システムへの参加者 の拡大等 によ り、 システム

ダウ ンや不正 介入等 の危 険にさ らされ る可能性 とその影響の及ぶ範囲が増大す るおそれがあ

る。 これ らに対処す るため、安全性及 び信頼性の高い電子計算機 システムの設置
、運用面 で

の配慮等 セキ ュ リテ ィの確保に努め ること。

(三)機 器、 システ ム間の相互運用性 の確保

機器の導入 に当た っては、相互運用性の面で混乱が生 じないよ う、 システム運営機関にお

いて相談窓 口を作 る等体制の整備 に努め ること。 また、情報交換 システ ムの構築に当た って

は、業界内各社 は もとよ り、他業界の情報交換 システムに も接続 し得 るよ う
、OSI(開 放

型 システ ム間相互接続)を 基本 と した標準的な伝送手順 の採用 につ いて継続 的に検討を行い
、

機器、 システム間の相互運用性の確保 に努める こと。

(四)共 同開発

情報交換 システムの構築等電子計算機利用の高度化に当た っては、 システ ム運営機関が中

心 とな って、業界 内及 び関連業界等 との連携を図 りっつ、共同開発等 によ り必要 な関連技 術

の開発 を合理的かっ効率的 に行 うよ う努める こと
。

(五)将 来の機能 拡大

業界内の受発注情報等 の取引情報の交換 にとどまることな く、将来的 には、需要業界等 と

のオ ンライ ン情報交換等が業界関係者 との十分 な合意 の下 に実施で きるよ う努 めること
。
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3.9電 機4団 体(電 子 、 電気 、 電 線 、 電 力)

○通商産業省告示第三百 六十四号

情報処理の促進に関す る法律(昭 和四十五年法律第九十号)第 三条 の二第一項の規定 に基づ

き、電線製造業 、電子機器製造業、電気機器製造業及び電気事業の四事業分野間 におけ る電子

計算機の連携利用 に関する指針を定 めたので、次の とお り告示す る。

平成三年十月一 日

通 商産業大 臣 中尾 栄一

電線製造業、電子機器製造業 、電気機器製造業及び電気事 業の四事業

分野 間における電子計算機 の連携利 用に関する指針

電線製造業、電子機器製造業、電気機 器製造業及び電気事業の 四事業分野 は、相互 に密接 な

取 引関係を有 してい ることか ら、従来よ り、相互の資材調達及 び製 品販売等の効率化を目指 し

て情報処理 システムの開発及び導入 に取 り組んで きた。その成果は、需要家の多様なニーズに

即応 し得 る効率 的な供給体制の実現 として、四事業分野の発展に大 き く寄与 して きた ところで

ある。

この ような情報化の進展の中で、EDI(ElectronicDataInterchange:電 子デー タ交換)

は、産業活動 の基盤 として とりわけ重用度 を増 して きている。 これ まで、EDIは 各事業分野

ごとに導入 されて きてお り、 これに対応 して 「電気事業における電子計算機 の連携利用 に関す

る指針」(昭 和六十二年通商産業省告 示第二百八十六号)及 び 「電子機器製造業 にお ける電子

計算機の連携利用に関す る指針 」(昭 和六十三年通商産業省告示第二百二十九号)が 策定され

て いる。 その成果 として、電気事業 にお いては 「資材発注業務 ビ ジネ スプ ロ トコル標準 」 ・

「電気料金収納業務 ビジネスプ ロ トコル標準」が、また、電子機器製造業において はrEIA

J取 引情報化対応標準」がそれぞれ策定 され るな ど電子計算機の連携利用が着実 に進展 してい

る。

特 に、rEIAJ取 引情報化対応標準 」は、国連 において国際標 準 ビジネスプ ロ トコルとし

て開発及び普及が進 め られてい るUN/EDIFACT(ElectronicDataInterchangefor

Administration,CommerceandTransport:行 政、商業及び運輸 のための電子データ交換 に関

す る国連統一規則)や 米国のANSIX.12(米 国規格協 会 〔AmericanNationalStandards

Institute〕 が定 めた米国標準 ビジネスプ ロ トコル)と 同様、多様な事業分野 におけ る利用に

適 した構造 とな ってお り、四事業分野 相互間 における電子計算機の連携利用のための条件が整

いつつある。

これを反映 して、既に電気事業 と電線 製造業の聞及び電子機 器製 造業 と電線製造業 の間で、
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取引のEDI化 のための ビジネスプ ロ トコルの標準化の検討が進め られるなど業際的な標準化

の動 きが活発化 してお り、 このよ うな動 きは今後 ます ます四事業分野全体 に本格的に拡大 して

い くとともに、他の事 業分野へ も波及 してい くことが予想 されてい る。

このよ うな状況下 、今 後の課題 は、平成三年三月情報処理振興審議 会産業の情報化部会報告

「連 携指針 の今後の在 り方 」が指摘するよ うに、rEDIの 業際化 ・国際化」、す なわ ち、業

際的 ・国 際的な相互運用性が確保 された 「開かれたEDI」 の実現 であると考え られ る。

この指針 は、以上の認識 に基づ き、電線製造業、電子機器製造業 、電気機 器製造業及び電気

事業 にお いて電子計算機 を効率 的に利用 し、生産及 び流通の一層 の高度化を図 るため、電子計

算機利用高度化計画を勘案 し、事 業者が連携 して行 う電子計算機 の利用の態様 、その実施 の方

法及 びその実施 に当た って配慮 すべ き事項を示す ものであ る。 そ して、 これ に基づ く四事業分

野 におけ る標準化は 「開かれたEDI」 の実現 を目指 し、四事業分野における標準化 の成果 、

経験等を踏 まえて、今後 さらに他の事業分野にお いて も適用可能 なモデルとなることを指向す

る ものである。

一 事業者が連携 して行 う電子計算機の利用の態様

この指針の 目的 は、固定的なEDIシ ステムを構築す ることではな く、 ビジネスプ ロ トコ

ル等 を標準化す ることにより、ネ ットワー クの拘束性を排 した 自由なEDIの 利用 を実現 す

ることである。

したが って、事業者 は具体的なEDIの ネ ッ トワークに関 して、個 々の事業分野 ごとの情

報化の進展度合いに応 じて、共 同のネ ッ トワー クの構 築や情報ネ ッ トワー クサー ビス事業者

が提供す る汎用デー タ交換 サー ビスの利用等最適なネ ッ トワークの構築及 び利用 を行 うこと

とな る。

この指針に基づ いて作 られ る ビジネスプロ トコル等の標準 は、EDIの 業際的な標準 の確

立 に貢献す るもの と して位置付け られ る。

(一)ビ ジネスプロ トコルの標準化

① シンタックスル ール

四事業分野共通 の シンタックスルール(電 子デー タ交換 に用 いる構文規則)と して、

働 日本情報処理 開発協会/産 業情報化推進 セ ンター(JIPDEC/CII)に お いて

開発 されたCIIシ ンタ ックスルールを採用す ることにより、標準化の促進 に努め る こ

と。 このため、CIIシ ンタ ックスルール に対応 した トランス レータ(各 企業固有のデ

ータフォーマ ッ トとCIIシ ンタ ックスル ールによるデー タフォーマ ッ トとの相互変換

を行 うための ソフ トウ ェア)を 積極的に導入す るよ う努めること。

② データ項 目及 び標準 メ ッセージ

一33一



業務単位 と情報の種類を定義 し、 これを踏 まえて、各事業分野 ごとに標準 メッセージ

の内容 と して どのよ うなデ ータ項 目が必要かを検 討す ること。

また、各事業分野 間で共通のデ ータ項 目にっ いて は、同一の項 目番号 とす るなど必要

な調 整を行 うとともに、その メ ンテ ナ ンス も共通 に行 うよ う努め ること。

以上の検討及 び調整 に当た って は、各事業分野 における取引の特性 を十分 に反映 しっ

っ、各事業分野 間の標準 メ ッセー ジ及 びデータ項 目を同一体系の標準 と して構成す るよ

う努め ること。

③ 企業 コー ド

データ項 目の中で も特 に企業 コー ドは業際的な汎用性 を高めるため、働 日本情報処理

開発協会/産 業情報化推進 セ ンターが管理 している標準企業 コー ドを採用す るよ う努め

ること。

④ 国際取引等におけるUN/EDIFACTの 採用

EDIの 国際的な普及の進展 に留意 し、国際取引等 において はUN/EDIFACT

を積極的 に採用するよ う努め ること。

(二)OSIの 導入

効率的かつ効果的な 「開かれたEDI」 を実現す るためには、 システ ム間の相互運用性の

よ り一層の向上、運用機能の向上 、多様 な通信回線の利用可能性の拡 大、デ ータの保全性 の

向上が課題である。

このよ うな状況を踏 まえ、OSI(OpenSystemsInterconnection:開 放型 システム間相

互接続)製 品やOSIの 導 入を容易化す る新 しい手順(「F手 順」等)を 積極的 に導入す る

よ う努め ること。

(三)EDIシ ステムの運用 について のガイ ドライ ン

EDIシ ステムの円滑 な運用を実現 す るため、 システムの運用時間、 メ ッセージの送達確

認、 システム運用状況の確認等EDIシ ステ ムの運用の在 り方 についての ガイ ドライ ンを策

定す るよ う努め ること。

(四)EDIを 前提 とした業務 モデルの確立

EDIを 導入 した企業が、EDIの メ リッ トを十分に享受するため には、従来の帳票の交

換を基本 とした業務の在 り方か ら脱 皮 し、EDIの 活用に適 した業務の在 り方が導入 され る

必要があ る。 このたあ、EDIに よ って取引を行 う際の業務の進め方 にっいてのモデル(業

務 モデル)を 確立するよ う努 め ること。

(五)組 織体制の整備

① 各事業分野及び各事業分野間 にお けるEDI推 進組織の整備等
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各事業分野 において、標準 の作成、標準 ビジネスプロ トコルの うちのサブセ ッ トの保

守管理並 びにEDI及 び標準 ビジネスプ ロ トコル等の普及 を行 うためのEDI推 進組織

を整備す ること。

各事業分野間について は、四事業分野全体の調整 ・統合を行 う組織を設け、そのイニ

シアテ ィブの もとに調整を進 め ること。

以上 のいずれについて も、具体 的な標準化作業 には、 システ ム及 び業務の両方の実 務

者 が参加す ること。また、各事業分野の トップ レベルが標準化 の イニ シアテ ィブを とる

こと。

② 働 日本情報処 理開発協会/産 業情報化推進 センターの役割

(財)日本情報処 理開発協会/産 業情報化推進 セ ンターは、各事業分野又 は各事業分野 間

におけ る検討及び四事業分野全体 と しての標準化の調整 ・統 合 に参画す ること。 また、

各事 業分野 におけ るEDI推 進組織 と連携 して、EDIの 導入指導 、標準 ビジネスプ ロ

トコルのメ ンテ ナ ンスに関連す る情報の提供等を行 うことによ り、EDI及 び標準 ビジ

ネ スプ ロ トコル等の普及 に努め ること。

三 実施 に当た って配 慮すべ き事項

(一)セ キ ュ リテ ィの確保

EDIシ ステムの普及に伴 い、 システ ムダウ ンや不正介入等の危険 にさ らされ る可能性 が

増大す るとともに、そのよ うな結果の発生 は取引等の遂行 に重大な影響 を及ぼす こととな る。

これ らに対処 するため、データの高度な機密性 ・完全性保持機能及 び高度 な利用可能性(ア

ベ イラ ビリテ ィ)を 有す る電子計算機 システムを構成 す る他、パ スワー ド管理 ・ID管 理 等

運用面での十分 な対策を講ず ることによ りセキュ リテ ィの確保に配慮す る こと。

(二)中 小企業への配慮

効果的なEDIを 実施す るため には、中小企業を含めた広範な事業者 にEDIシ ステ ムが

導入 され る必要があ る。 このため、各事業者の情報化の水準、人的 ・資金的能力に差異があ

ることを踏 まえ、パ ソコ ン対応の トラ ンスレータの開発 ・普及、情報 ネ ッ トワーク事業 にお

ける トラ ンス レータの普及等 により、EDIシ ステムの導入 に際 し中小企業 に過大な負担が

生ず ることがないよ う配慮す ること。

(三)国 際的な開放性の確保

EDIは 国際取引において も活用 され るよ うになっている。 また、国 際標準 と してのUN

/EDIFACTの 開発 ・普及 も進展 している。 このよ うな状況を踏 まえ、国際的な標準化

の動向 と調和が とれた標準化を進め ることにより、外国企業あ るい は外 資系企業のア クセ ス

を確保す るよ う配慮す ること。
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(四)他 業界への配慮

この四事業分野における標準化の成果 は、四事業分野に とどま らず全産業分野 に幅広 く普

及すべ きものであ ることか ら、データ項 目をは じめ とす る標準 ビジネスプ ロ トコルの公 開 ・

使用の開放等 を積極的に進 め、業際的な標準の確立 に資す るよ う配慮 す ること。

(五)EDIを 巡 る当事者間の契約関係 の明確化

EDIに よる取 引が安定的に行われ るよ うEDI取 引に係 る契約書を整備す る こと等 によ

りEDIを 巡 る当事者間の契約関係 を明確にするよ う配慮す る こと。
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3.10建 設 業

○建設省告示第二千百一号

情報処理の促進に関す る法律(昭 和四十五年法律第九十号)第 三条の二第一項の規定に基づ

き、建設業における電子計算機の連携利用に関する指針を定めたので、次のとおり告示する。

平成三年十二月二十一 日

建設 大臣 山崎 拓

建設業 にお ける電子計算機 の連携利用 に関す る指 針

我が国建設業 は、 これ までそれぞれの事業者 において、電子計算機 の利用 による情報処理 を

進 め、業務の効率化 を図 って きた。 その結果、大規模な事業 者において は、経理、財務管理等

の業務 について電子計算機 の利用が進んでお り、 さらに、建設工事の受発注、施工管理等の業

務 について も電子計算機 の利用が進んでいるところであ る。 また、中小規模の事業者 にお いて

も、近年の情 報機器の低 コス ト化、 ソフ トウェアの流通量の飛躍的増大、取 引先関連企業の情

報化の進展等に伴 い、情報処理 に関する電子計算機の利用が積極的に進 め られてい る。

一方、個 々の企業 ごとに独 自の企業 間オ ンライ ンシステムの構築が進 め られ ると、各 システ

ムの互換性 の欠如 によ り、取引相手側 における複数の端末機の設 置による重複投資、事務処理

の複雑化等 の問題が生 じるおそれが ある。建設業 における生産 システムは、総合工事業者、専

門工事業者等の分業関係に より形成 されている ものであ ることか ら、今後 は個 々の企業内 にと

どま らず、業界全体 を網 羅す る情報処理 システ ムの構築を進 めてい くことが重要で ある。

こうした観点か ら、働 建設経済研究所 に設置 された建設産業情報ネ ッ トワー ク(CI-NE

T)研 究会において、情報 ネ ッ トワー クの構築、利用及 び普及 について検討 を行い、その結果 、

企業間の情報交換のオ ンライ ン化の前提 とな るビジネスプロ トコル及 び伝送手順の標準化等様

々な課題が明 らか になった ところであ り、 これ を受 けて働建設業振興基 金を事務局 とす る建設

産業情報ネ ッ トワーク(CI-NET)推 進協議会において検討が行 われて いるところであ る。

今後、 これ らの課題 を克服 しっっ、事業者 間で連携 した電子計算機 の効率的かつ高度 な利用

を実現す ることは、建 設業全体 の一層の高度化のための基盤 を提供す る ものであるとと もに、

建設関連産業全体 の健 全な発展 に資す るものであ る。

この指針 は、以上 の認識 に基づ き、建設業 における電子計算機の効率的利用 を図 るため、電

子計算機利用高度化計画 を勘案 し、事業者が連携 して行 う電子計算 機の利用 の態様、その実施

の方法及 びその実施 に当た って配慮すべ き事項を示す ものであ る。

一 事業者が連携 して行 う電子計算機の利用 の態様
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メ ッセージフォーマ ッ ト、 当該 フォーマ ッ トに記載 され る項 目コー ド等 の ビジネスプロ ト

コル及び伝送手順 を標準化 し、 これ を用 いた 「磁気媒体(磁 気 テ ープ等)交 換方式」又 は

「企業間オ ンライ ン方式(個 別企業 間交 換方式又 は蓄積交換方式)」 によ る総合工事業者、

専門工事業者等 の間の取 引データ交換 システム

ニ 実施の方法

(一)ビ ジネ スプロ トコルの標準化 とその積極 的採用

次 に掲げる ビジネスプ ロ トコルにっいて標準化 を検討 し、その有効性 につ き業界内での合

意形成を図 り、現行処理 との整合性 に配 慮 しっっ 、発注か ら決 済 に至 るオ ンライ ンデータ交

換 の実現に努め ること。

特 に、各事業者 においては、外部接 続 イ ンターフ ェイスに、業界標準 ビジネスプ ロ トコル

を積極的に採用す るよ う努ある こと。

① 取引データの交換に使 われ るすべてのデー タ項 目に関 して、名称、内容 、けた数 、属

性等を定めた定義集(デ ー タエ レメ ン トデ ィ レク トリー)及 びデータコー ド表

② 取引データの交換 に使 われ るデ ータ項 目の うち、見積 り、注文、請求、支払等 の業務

単位 ごとに交換 され るデー タ項 目の リス ト(標 準 メ ッセー ジ)

③ 標準 メッセー ジか ら必要 な項 目だ けを抜 き出 して、実際 に交換す るメ ッセージを組み

、立て るための構文規則(シ ンタックスルール)

(二)業 界推奨伝送手順の設定

各種の情報をオ ンライ ン交換するために、OSI(開 放型 システム間相互接続)導 入 の動

きを十分踏 まえつつ、建設業に最適 な伝送手順を業界標準 として設定 し、その普及 に努 め る

こと。

(三)オ ンライ ン取引に対応 した標準 的業務運用規約 の確立

オ ンライ ン取 引開始に伴 う帳票、オ ンライ ン併用のデータ交換 によ る運用の複雑化、各社

別固有ルールによる運用の繁雑化及 び各種 トラブル等を防止 し、省力化を図るため、標準的

業務運用規約を確立す るよ う努め ること。

(四)実 施体制の整備

以上の各項 目を実施す るため、働 建設業振興基金を中心 に建設業界 と しての実施体制を整

備 し、電子計算機 の連携利用 の効率的促進 に努め ること。

三 実施 に当た って配慮すべ き事項

(一)中 小企業への配慮

建設業 は、大規模 な事業者か ら小規模 の事業者 まで様 々な規模 の事 業者か ら構成 されて お

り、各事業者が有す る電子計算機 システム、 資金的能力、人 的能 力等 に はかなりの差異が あ
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る。 したが って、 ビジネスプロ トコルの標準化、企業間 システムのオ ンライ ン化等 に際 して、

中小規模の事業者の負担が過大にな らないよ う十分配慮する こと。

(二)セ キ ュ リテ ィの確保

企業間 システムのオ ンライ ン化等によ り、 システムダ ウン、不正介入等 の危険にさ らされ

る可能性や その影響 の及ぶ 範囲が増大す る可能性がある。 これ らに対処 するため、安全性 、

信 頼性の高 い電子計算機 システムの設置や運用面での配慮等セキ ュ リテ ィの確保 を図 る こと。

(三)他 業界への配慮

建設業 は、取 引を通 じて関係する業界が多岐にわた っている。 したが って、建設業 にお け

る電子計算機 の連携利用 は、単に建設業界 内にとどま らず 、取引関係 にあ る他の業界に まで

も波及する可能性が大 きいことを十分に考慮 しっっ、その基盤 とな る業界標準化を進 め るこ

と。

(四)業 界標準 ビジネスプ ロ トコルの公開

関連規約を含む建設業 の業界標準 ビジネスプロ トコル は、建設業界 内にとどま らず、産業

界全体の資産 となる ことが望 ま しい。 したが って、その内容は、積極的 に公開され るべ きで

ある。 このたあ、業界 と して必要 に応 じて説明会等を実施 し、広 く普及 に努 めること。
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3.11住 宅設備機器等流適業

○通商産業省告示第百七十二号

情 報処理の促進 に関する法律(昭 和四十五年法律第九十号)第 三条 の二第一項の規定 に基づ

き、住宅設備機器等流適業 にお ける電子計算機の連携利用に関す る指針 を定 めたので、次の と

お り告示する。

平成四年四月二十 日

通商産業大 臣臨時代理

国務大臣 塩川 正十郎

住宅設備機器等流適業 における電子計算機の連携利用に関す る指針

住宅設備機器、イ ンテ リア用品及び土木 建築材料(木 材を除 く。)(以 下 「住宅設備機 器

等 」 という。)の 流通 は、その種類別、 メー カー系列別 、戸建 ・集合住宅 別に経路が異な って

お り、流通に関与する主体 も、メーカー、商社、流通店 、施工業者等広範 にわた つて いる。 こ

のため、住宅設備機器等の流通は著 しく複雑 な もの とな って いる。 また、経済社会の高度情報

化の進展の中にあ って、一部の大手 メーカー等 は単独で情報化を進 めて いるが、業界全体でみ

る と情報ネ ッ トワー クの構築 は未だ初期 の段 階にあ り、 この ことによ る流通 の合理化の遅れ に

よ り、住 まい手の多様化、高度化 したニ ーズに対 し十分対応できない状況 にあ る。

こう した状況の下で 、住 まい手 ニーズの多様化、高度化 に対応 しつつ、効率 的に住宅設備機

器等の供給を行 うたあには、住宅設備機器等の流通 におけるオープ ンな情報ネ ッ トワー クを構

築 し、流通の高度化、合理化を推進す る必要が ある。

この ため、住宅設備機器等 の流通業者 及び製造業者を中心 として、昭和六十二年度 より、㊥

住宅産業情報 サービスにおいて情報 ネ ッ トワー ク構築の基礎 となるビジネスプ ロ トコルの作成 、

メー カーの商品 コー ドの取扱い等 にっ き検討がな されて きた。

しか し、情報ネ ッ トワー クの構築 に当た って は、依然 として、共同利用デ ータベースの確立、

商品 コー ド、企業 コー ド等 の各種デー タコー ドの登録 ・管理体制の整備等の課題が残 されて い

る。

今後 、 これ らの課題 を克服 しつつ、事業者間で連携 した電子計算機の効率 的かっ高度な利用

を実現することは、住宅設備機器等 の流通の一層 の高度化、合理化のための基 盤を提供す る も

のであ るとと もに、我が国住宅関連産 業の健全 な発展及び これを通 じた国民生活の向上に も資

す る ものである。

この指針は、以上 の認識 に基づ き、住宅設備機 器等流適業における電子計算機 の一層の効率

的利用 を図 るため、電子計算機利用高度化計画を勘案 し、事業者が連携 して行 う電子計算機の
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利用の態様 、その実施 の方法及びその実施に当た って配慮すべ き事項を示す ものであ る。

一 事業者が連携 して行 う電子計算機の利用 の態様

(一)取 引伝票等 の各種帳票の フォーマ ッ ト、 データ交換 フォーマ ッ ト及び これ らに記載 さ

れ る項 目 コー ド等 の ビジネ スプ ロ トコルの標準化等を踏 まえて構築す るオープ ンな企業 間オ

ンライ ン方式 によ る事業者間の受発注、在庫照 会等 に係 る情報交換 システム

(二)需 要者のニ ーズを迅速 に把握 し、適切な生産 ・在庫管理体制を確立 し、業務の効率化

を図 るための共 同 データベース システム

ニ 実施の方 法

(一)ビ ジネスプ ロ トコルの標準化

① シンタ ックスルール

住宅設備機 器等流適業におけるシンタ ックスルール(電 子 データ交換 に用 いる構文規

則)と して、働 日本情報処理開発協会/産 業情報化推進 セ ンター(JIPDEC/CI

I)に お いて開発 されたCIIシ ンタ ックスルールを採用す ることによ り、標準化の促

進に努 め ること。 このため、CIIシ ンタックスルールに対応 した トラ ンス レータ(各

企業固有 のデ ータフォーマ ッ トとCIIシ ンタ ックスル ールによるデータフォーマ ッ ト

との相互変換 を行 うための ソフ トウェア)を 積極的 に導入す るよ う努あ ること。

② デー タ項 目及 び標準 メ ッセージ

業務単位 と情報の種類を定義 し、 これを踏 まえて、標準 メッセージの内容 としてどの

よ うな データ項 目が必要 かを検討すること。

③ 企業 コー ド

デー タ項 目の中で も、特 に企業 コー ドは業 際的な汎用性を高めるため、働 日本情報処

理開発協会/産 業情 報化推進 セ ンターが管理 している標準企業 コー ドを採用 す るよ う努

め ること。

(二)OSIの 導入

効率的かつ効果的 な 「開かれたEDI」 を実現するためには、 システ ム間の相互運用性の

より一層の 向上、運用機能の向上、多様 な通信回線の利用可能性の拡大、データの保全性の

向上が課題であ る。

このよ うな状 況を踏 まえ、OSI(OpenSystemsInterconnection:開 放型 システム

間相互接続)製 品やOSIの 導入を容易化す る新 しい手順(「F手 順 」等)を 積極的に導入

するよ う努 め ること。

(三)業 界共 同データベースの形成

業界共同 データベ ースの構 築 ・運用の形態 において、収集 ・提供すべ き情報 の種類 、情報
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提供の在 り方等の基本的事項につ いて合意形成を図 ること。

(四)実 施体制の整備

以上の各項 を実施するたあ、㈲住宅産業情報 サー ビスを中心に住宅設備機器等の流通 にお

ける電子計算機の連携利用のための実施体制整備 に努あ ること。

三 実施 に当た って配慮す べき事項

(一)中 小企業への配慮

住宅設備機器等 の流通 は、大規模 事業者 か ら小 規模事業者 まで様 々な規模 の事業者か ら構

成 されてお り、各事業者 の情報化の水準、資金的能力、人的能 力等にはかな りの差異がある。

したが って、情報交換 システム と構築 に当た って は、中小企業者 に過大 な負担を与 えること

のな いよ う十分配慮す ること。

(二)セ キ ュ リテ ィの確保

情報交換 システムのオ ンライン化及 び当該 システムへの参加者の拡大等 によ り、 システ ム

ダウ ンや不正介入等の危険 にさ らされ る可能性 とその影響の及ぶ範囲が増大す るおそれがあ

る。 これ らに対処す るたあ、安全性及 び信頼性 の高 い電子計算機 システムの設 置、運用面で

の配慮等セキ ュ リティの確保 に努あ ること。

(三)他 業界への配慮

住 宅設備機器等の流通に関係す る業界 は多岐にわた ってお り、電子計算 機の連携利用は、

単に流通業界内に とどま らず、建設業を は じあ とす る取引関係にある他 の業界 にまで も波及

す る可能性が大 きい。 したが って、 ビジネスプロ トコルの標準化、業界伝送手順の設定及び

商品 コー ド・取引先 コー ドの管理体制 の整備 にあたっては、㈲ 日本情報処理開発協会/産 業

情報化推進 セ ンターで進 める標準化 ・統一化 との整合性 を十分考慮 し、関連業界 との連携を

図 りつつ検討を進 めること。

(四)業 界標準 ビジネ スプロ トコルの公 開

関連規約を含む住宅設備機器等の流通におけ る業界標準 ビジネ スプ ロ トコル は、当該業界

内に とどま らず、産業界全体 の資産 とな ることが望 ま しい。 したが って、その内容 は、積極

的 に公開され るべ きであ り、業界 と して は必要 に応 じて説明会を実施 し、広 く普及に努め る

こと。
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4.産 業界 における情報化 の現況





4.産 業 界 に お け る 情 報 化 の 現 況

経済の国際化,市 場開放 によ る産業構造 の変革 によ り,企 業を とりま く環境が大 き く変化 し,

企業活動に とって情報 システムをいかに活用 するかが重要 な課題 とな って いる。

情報化の波 は,産 業 ・社会 ・生活の各分野 において多様 な形で進展 してお り,特 に産業の情

報化 について は,わ が国経済の発展 に大 きなイ ンパ ク トを与えている。

また,最 近の コンピュータの高機能化,低 価格化 に伴 いダウンサイ ジングと分散処理化が進

み,コ ンピュータが ネ ッ トワークにより結合 され情報化の内容 も質的 によ り高度な ものとなっ

て きて いる。

製造業や流通業における情報化 は,消 費者 ニーズの多様化,個 性化お よび高度化への変革,

す なわ ち商品の多品種少量,短 サイ クル化へ の対応を軸 に して進展 してお り,金 融業 では,金

融機関相互間の情報 ネ ッ トワークの進展か ら金融機関外 とのネ ッ トワー クへ と拡大 している。

運輸業 にお いて は,輸 送だ けでな く物流全体 を管理,サ ー ビスする総合情報 システ ムへ と積極

的に取 り組んでいる。

この ように産業界における情報化 は,企 業 内の情報化か ら企業 間の情報ネ ッ トワー クの構築

へ と進展 し,更 に グローバルな情報ネ ッ トワー クへ と一層進展 して いる。

こうした情報化 の急速 な進展 は,製 造業 をは じめ として流通業,金 融業,運 輸業などだけで

な く産業界全般に及んで いるのが現状である。

以下産 業界 における情報化の進展状況につ いて全般的 な概況を述べ るとと もに,各 業界の具

体 的な情 報化動向につ いて述べることにす る。

4.1情 報化の進展状況

産業界を取 り巻 く環境 は大 きく変化 して お り,特 に消費者動 向の変化 は,消 費者 の価値観や

ニーズの個性 化,多 様化 に伴い量的拡大よ りは質的拡大の傾向が強 くな って きた。さ らに,需

要動向の不確実性が増大 し,商 品の ライフサイ クルの短縮化,新 商品の増加によ る商品 アイテ

ム数の急増な どの現象が生 じてお り,市 場ニ ーズの把握や在庫 の極小化な ど情 報を迅速 ・正確

に収集 し,市 場 への適切 な対応が要請 されて いる。 この ような市場動向の変化 は,消 費財分野

だけでな く生産財 の分野へ も類似の影響 を与えている。

このよ うに企業活動の中に占める情報の ウエイ トが高 まり情報を基軸 と した合理化,効 率化

の要請が これまで以上 に強ま って いる。 情報化に対す る取組が比較的早 か った金融業をは じ

あと してあ らゆ る業種 において,企 業内の情報 システムの統合化,分 散処理化 か ら一歩進 んで
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複数 の コンピュータを接続す る企業 間の情報 ネ ッ トワー クへ と進展 して きている。情報ネ ッ ト

ワー クの動 きは,密 接 な取 引関係を有す る企業 間のみでな く,同 一事業分野 に属す る企業間の

よ り広 いネ ッ トワー クへ と進展 し,さ らに複数の事 業分野 にまたが る企業間へ と発展 して いる。

今 までの産業構造 は製造,卸 売,小 売,物 流,金 融,保 険,サ ー ビスなどそれ ぞれ の専門分

野 に特化 したサー ビスを提供すれ ばよか ったが,現 在 はサ ービスが複合化す る傾 向にあ り,他

の事業分野 との複合ネ ッ トワークの様相を呈 して いる。

(1)製 造業

製造 業は,常 に新 しい商品 開発 とともに新たな流 通経 路を求 めている。一方,流 通業 も新た

な ビジネスとサー ビスの開拓 を進 めている。物流業者がネ ッ トワークを利用 して新 たなサー ビ

ス産業に進 出 した り,金 融業 もサー ビス産業や情 報 ビジネスに参入 している例は枚挙 にい とま

が ないほどであ る。

情報 ネ ッ トワークの企業間への広が りは,企 業活動 の合理化 とともに新 たなサ ー ビスを提供

させ,情 報ネ ッ トワークによって新規事業分野へ の参 入が活発化す るなど現在の産業構造を大

き く変化 させ る可能性があ る。

製造業の情報化 においては,ま ず企業 内の生産 システ ムと経営管理水準の高度化 を狙 いと し

て進展 して きたが,消 費構造の変革 によ り,製 品の多品種少量生産化,納 期の短 縮化,生 産サ

イ クルの短縮や小 ロ ッ ト化が進み,製 品の ソフ ト化,フ ァッション化 などの高付加価値化 が求

め られ るよ うになって きた。そのため,こ のよ うな市場 ニーズの変化 に迅速,柔 軟 に対応す る

ため,生 産工程 のNC(数 値制御)化,多 様な生産変化 に柔軟 に対応で きるFMS(フ レキ シ

ブル生産 システ ム)の 導入,設 計部門におけるCAD/CAMシ ステムの導入 や販売,設 計,

生産の3っ を統合 したCIM(統 合生産 システム)の 導入が盛ん に行われた。

この ような制御技術 の革新によ り最適生産 ロ ッ トの変化 に柔軟 に対応す ることが可能 とな り,

工場 内の工程情報が一元管理 され生産の リー ドタイムの縮小や納期管理 ・在庫管理 の質が向上

し,さ らに下請企業,商 社 ・販売会社など取引関係のあ る企業 との情報ネ ッ トワー クを形成 し,

経営の合理化,効 率化やサー ビスの向上 を図 るたあの企業間情報ネ ッ トワー クにまで進展 して

きて いる。

親企業 と系列下請 企業 との企業間ネ ッ トワー クにつ いて は,縦 型ネ ッ トワークと して進展 し

てお り,当 初 は親企業の 自社の事業所 や工場 との間のネ ッ トワークであ ったが,次 第 に子会社・

系列企業,特 定企業(有 力下請企業,販 売会社 等)と の間へ とネ ッ トワークが拡大 して きてい

る。

最近では この ような縦型ネ ッ トワークが さらに促進 され情 報を戦略的に活用 し,同 業他社 と
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の差別化,市 場 占有率の拡大,新 規 ビジネ スの創設などを狙 い ととす る傾向がでてきてい る。

これ はネ ッ トワー クの 目的を単 なる経営の合理化,効 率化だけでな く企業の競争力の強化 や事

業を発展 ・拡大す るための武器と して構築 しよ うとしてい るためであ る。

流通業では,消 費者寄 りの川下情報 をいち早 く入手 し,死 に筋 ・売れ筋商品の早期把握,商

品回転率の向上,品 ぞ ろえ機能の充実 を図る ことを狙 いと した情報 戦略 と して情報化が進展 し

て きた。今や流通企業の情 報化 は,企 業の戦略展 開を遂行す る上で極 あて重要性を増 している。

(2)流 通業

小売業 をは じめ とす る流通業界で は,商 品情報 と顧客情報の収集 によ り経営基盤 を強化す る

ためのPOSシ ステムやEOSを 中核 と した流通情報 システ ムの導入が盛んであ る。

POSシ ステ ムの導入 により,小 売店 における販売時点での商品情報,顧 客情報 などが収集

・加工で き商品の単品管理が可能 にな り
,EOSに よ り,商 品の ジャス トイ ンタイム,ク イ ッ

クレスポ ンスが可能 になった。

流通業の情 報化の中心 的役割を果た して きたのは大手小売業の スーパ ーチェー ンス トアで あ

り,さ らに卸売業がチ ェーンス トアとのネ ッ トワー ク化 を進 めた ことが情報化進展の大 きな要

因 とな っている。特 に 日用品雑貨,食 料品,医 薬品,玩 具,家 電等 の消費財関係の流通分野 に

お いては,ス トアオー トメー ションが最 も進展 している。

また,ガ ソリンスタン ド,チ ェー ンス トアにおける情報 ネ ッ トワー クを活用 した保 険販売 ,

宅配,チ ケ ッ ト販売,カ タログ販売 などの各種 サー ビスが拡大 した り,物 流ネ ッ トワー クとの

連携 による無店舗販売 などが出現 して いる。

(3)金 融業

金融業の情 報化 は,高 度経済成長を背景 に金融機 関業務の合理化 と顧客への利便性な どのサ

ー ビス提供 を 目的 と して進展 して きた
。 金融業におけ る業務のオ ンライ ン化 は,最 も進ん で

お り,金 融機関相互間の為替 ネ ッ トワー クの全銀 システム,国 際銀 行ネ ッ トワークのSWIF

T,CDネ ッ トワークのよ うな水平的ネ ッ トワークが構築 されてい る。 さらに,金 融機関 と流

通業 との情報ネ ッ トワー クの連携によ ってバ ンクPOS,ク レジッ トカー ド等 によ る電子決済

サー ビスなどが進展 している。

また,証 券業界の証券ANSERや クレジ ッ ト業界のCAFISな ど,水 平的ネ ッ トワーク

が構築 され顧客サー ビスの多様化 および事務 の合理化が進展 して いる。

一45一



(4)運 輸業

運輸業では,配 送 の多頻度小口化,即 時納品化などに対応す るための情報ネ ッ トワークが進

展 してお り,大 手輸送業者 は独 自のネ ッ トワークによ り全国規模へ と拡大を図 り,輸 送だけで

な く物流全体 を管理 ・サー ビスす る物流 システムが本格 化 し,量 か ら質へ の変化が進みつつあ

る。また,海 運業界のSHIPNETSや 航空業界の座 席予約 システ ムなどの情報ネ ッ トワー

クが進展 してお り,こ れ らのネ ッ トワー クは国内だ けでな く国際的に もネ ッ トワークが徐 々に

結合 され始めている。
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4.2業 界別情報化動向

業 種 検討組織 ・団体 検 討 概 要 及 び 進 捗 状 況 備 考

鉄 鋼 鋼材 クラブ
〔9大 商社が協 力〕

鉄鋼連盟

鉄鋼 ネ ッ トワー ク

研究 会

・受発注処理 について、商社内における事
務処理効率化を主 な目的 と して鉄鋼 、商

社間の取 引に用いる帳票、 コー ドの標準

化作業を実施 した。
・1970年 末 までに57項 目の標準 化を実施 し

た。
・引続 き製品 コー ドの検討 も行 われ たが、
現在は休止中である。

・送状データ、特殊鋼注文 デー タなどの磁

気テープフォーマ ッ トの標準化 も実施 さ
れている。

・オ ンライ ン処理 に必要 なデータ伝送方式

(手順)に ついては、業界標準化 はされ
ていないが、全銀手順が多 く使われてい

る。
・業界共同ネ ッ トワー クの計画 は特 にな く

各企業個別 のネ ッ トワー クが構築 されて
い る。

・大手高炉 メーカーで は、1990年12月 現在
で 、受発注取引の99%を オ ンライ ンで受

注 している。
・1991年10月 鉄鋼 ネ ッ トワー ク研究会 を大

手高炉メーカー及 び大手総 合商社 で組織
し、本格的 なEDIの 標準化作業 を開始

している。

昭和61年4月
連携指針告示

電 線 ㈲電線工業会 1986年 初頭 より、電線業界 におけるED

I(電 子 データ交換)の 問題点の調査が開

始 され、 ビジネスプロ トコルの標準化が必

要であ るとの結論 に達 したが、最近、取引

先業界であ る 「電力業界 」,「 電子機器業

界」での標準化作業進展への対応の必要 か

ら、新 たな活動が始ま って いる。
・電 力業界 との非公式 な ワーキ ング ・グル
ープによ る標準化の検討を行 って いる

。
・電子機器業界 との合同 ワーキ ング ・グル
ープが1990年7月 に発足 し

、両業界のオ
ンライ ンデータ交換の標準化 について検

討 している。
・同業界の専門商社 との情 報化 について も

検討が始 ま っている。
・1991年10月 より、電力 との標準EDIの
試行的運用を開始 してい る。

産業情報化対応委員会

平成3年10月
電機4団 体

連携指針告示
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業 種 検討組織 ・団体 検 討 概 要 及 び 進 捗 状 況 備 考

電 力 電力9社

電源開発㈱

電気事業連合会

・1986年 以来、'本業界の高度情報化 に向け

て、業界 内の共通 の課題 について検討を

行 った結 果、オ ンライ ンによる取 引情報
の交換 に関す る標準化 と業界共 同デー タ

ベースの整備 にっいて取 り上げる ことを

決定 した。そ して、そのために業界組織
の整備 を行い、1988年 か ら、本格 的な検

討 に着 手 している。
・取 引情 報のオ ンライ ン交換 について は、

実効可 能な アプ ローチにっ いての詳細な

検討が続 いてお り、関係業界 との検討 も

非公式 なが ら実施 されている。1991年 よ

り正式 に検討が開始 され る予定であ る。
・1991年10月 よ り、電線 との標準EDIの

試行的運用 を開始 して いる。
↑

昭和62年7月
連携指針告示

情報高度化推進委員会

①ビジネスプロ トコル
分科会

②データベース分科会

平成3年10月
電機4団 体

連携指針告示

電子機器 ㈹ 日本電子機械
工業会

全国電機卸商組合

部品 メー カー とセ ッ トメーカーを結ぶ資

材VANに おける ビジネスプロ トコルの標

準化作業 を1987年6月 よ り開始 した。89年
4月 には、受 発注 に関連 した主な コー ド、

フォーマ ッ トの標準化を完了 し、同年5月

か らEIAJ標 準 として実際の業務 に適用

す ることになった。

なお、業界標準化 を専門的に調査 ・分析
・支援 し電子取引を推進す るEIAJ-E

DI推 進 セ ンターを、1988年9月 に設立 し

た。

また、セ ッ トメーカー4社 、部品 メーカ
ー4社 によ る標準案検証 のための実験 を19

88年5月 か ら12月 まで行 った。

1990年12月 現在、EIAJ標 準 は約300

社に採用 されてお り、、1991年中には、1000

社を 目標 に したが、1991年10月 現在 、EI
AJ標 準 は700社 程度が採用 してい る。

昭和63年6月
連携指針告示

情報化対応運営委員会

平成3年10月
電機4団 体

連携指針告示

電気機器 ㈲日本電機工業会 1991年4月 にEDIの 本格 的な検討 組織

を設置 した。 また、電線業界、電力業界 と
の業 際間オ ンラインデータ交換 について検

討が 開始 されてい る。

平成3年10月
電機4団 体

連携指針告示

造 船

.

日本造船協力事業者
団体連合会

親 会社 の工事が激減 し、下請けへの依存
が高ま ってい る中、造船下請 け業者の従業

員を融通 しあ う情報ネ ッ トワーク作 りに着

手 した。3年 後 を目途 に系列を越 えて随時
応援派遣で きるよ う情報 システムをス ター

トさぜ る予定であ る。

プ ラ ン ト エ ンジニア リング

振興協会

会員会社60数 社による情報処理部会を同

協会 内に設置 し、EWS(エ ンジニ ア リン
グワー クステー ション)、 プ ラン ト事例D

Bの あ り方 につ いて検討 した。現在 は、C

IMに つ いて検討中であ る。

情報 システム部会
CIM分 科会
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業 種 検討組織 ・団体 検 討 概 要 及 び 進 捗 状 況 備 考

セ メ ン ト ㈲ セ メン ト協会 セ メン ト協会が取 り組んで きた 「セメ ン

ト業界VAN」 が1987年7月 より稼動 して
い る 。

これ は、 セ メ ン トメー カ ー22社 と1984年

の特定産業構造改善臨時措置法との適用で

業界支援のため発足 した共同事業会社5社
の ホ ス トコ ン ピュー タを 、 同 協 会 の ホ ス ト

コンピュー タと接続 し、各社の販売実績や

生産 データなどをオ ンライ ンで各 メーカー

に情報提供する ものであ る。
「セ メ ン ト業 界VAN」 は 、 メ ー カ ーが

同協会に伝送する販売速報や資材の輸入状
況 といった物流情報 をデ ータベース化 し、

地区別の販売実績などに加工 して日本IB
MのVANサ ー ビス 「NMS」 通 じて メ ー

カ ーに返 送 す る。 これ に よ り、各 メー カ ー

は既に導 入済の 自社 ネ ッ トを変え ることな

く 「NMS」 に接 続 で き る。

同協会は引続き同VANの 機能向上を検
討 してお り、将来 はゼネ コン各社の情報網

と接続 し、業界の物流データを有効利用す

る予定で ある。

石油化学 石油化学工業協会 石油製品販売用オンライン受発注(ED ビジネ スプ ロ トコル
1)の 業界統一規約の検討を1985年9月 よ 小委員会
り開始 した。その後、受発注処理 にかかわ

るオンライン交換項目の業界実態調査を実
施 し、共通化の検討を進めた結果、標準化
のベ ースとなる 「共通項 目一 覧表」を作成

し た 。

この 「共通項 目一覧表」をベースに同業

界 と して の標 準 メ ッセ ー ジを1990年4月 に

作成 した。 また、実業務に適用 させ るため
に、1990年7月 に取 引先で ある総合商社(

日本貿易会)に 対 してこの標準化案を正式
に提案 した。

この提案に基づ き、総合商社との合同作

業によるオ ンライ ンデータ交換の試行的運

用を1992年7月 か ら開始す る予定である。

業界共 同デー タベ ースの構築につ いて は データベース小委員会

石油製品の生産出荷統計の速報を石化協会
員会社 にサ ー ビスす るための検討 を1985年

9月 よ り開始 した。検討 はその後少 しずっ

進み、1987年 に基本調査、基本設計を完了

し、1988年 に は試 験 システ ムを構 築 し、現

在 、テス ト稼働を実施 してい る。 テス ト稼

働の評価後、本格稼働 に移行 し、その内容
を発表す る予定であ る。
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業 種 検討組織 ・団体 検 討 概 要 及 び 進 捗 状 況 備 考

化 学 日本化学工業協会 1985年 度 よ り、業界の情報化全般につい

ての検討 を開始 し、業界 デー タベ ースの構

築、 ビジネスプ ロ トコルの共通化が必要 と
い う結論 を出 した。引続 きワーキ ンググル
ープが設 置されて詳細な検討 も行われた。

現在 は、同工業協会の有力企業が独 自に

資材調達に関す るEDIを 検討 して いる。
なお、 この業界で は、 日本化学物質安全

協会 ・情報セ ンター とケ ミカル ・デー タ ・

サ ービスが設立 され、化学物質に関するデ
ータベースサー ビスが開始 されよ うとして

い る。

情報化推進連絡会

機械工具 全 日本機械工具商
連合会

機工VANセ ンター

(VAN運 営機関)

業界VAN構 築の推進母体 として 「機械

工具業界VAN協 議会」を1988年11月 に発

足 させ、さ らに89年9月 にVAN運 営機関

として 「機工VANセ ンター」を設立 させ

た。 同業界で は、受発注、在庫照会な どに

VANを 利用 して流通 の効率化 、 コス トダ

ウンを目指す。

同機工VANセ ンターは システム部会 と

組織部会および運営 委員会 を設 け、VAN
システムの仕様,標 準端末仕様、VANの

運営方法 などを討 議 した。1990年7月 よ り

本格稼働 してい る。
1992年10月 現在の会員 は、メーか92社 、卸

商社83社 、販売店251社 が加入 している。

平成2年3月
連携指針告示

電設資材 東京電設資材
卸業協同組合

業界VAN構 築 の検討組織 と して同業界

内に電材業界VAN推 進委員会を設置 し、
システム基本構想 の とりまとめを行 った。

その後、電材VAN構 築 に向けて システ

ムの具体的な検討作 業を完了 し、1992年7

月 に本格稼働す る予定である。

電材業界VAN
推進委員会

管工機材 東京管工機材商業
協同組合

オ ンライ ン受 発注を中心 とした、業界共

同ネ ッ トワークにつ いて検討す るための組

織 として、1990年9月 同業界 内に情報化推

進委員会を設置 した。

卸 に対するア ンケー ト調査を実施す るな
ど、情報ネ ッ トワー ク構築の体制整備にっ

いて検討 した。1992年7月 同業界内に情報

化推進協議会 を設 置 し、管工機材VANに
ついて検討 してい る。、

情報化推進協議会

情報化推進実行委員会
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業 種 検討組織 ・団体 検 討 概 要 及 び 進 捗 状 況 備 考

自動車部品 全国自動車部品 ・部品小売商の業界団体である全部連が

小売商団体連合会 62年3月 、自動車部 品の小売 、卸 間で

(全部連) の受発注 ネ ッ トワークの業界VANを 構

築 したが 自動車メーカーの協力体制が得

られず、業界VAN構 想 の全面見直 しに

至 っ た 。

・システムの構築はIPAの 融資 によ り富

日本自動車工業会 士通FIPが システ ムを開発。
・自動 車メーカーの業界 団体で ある 日本 自

動車工業会では、受発注端末の共同利用
の 業 界 ル ール(UOE(UserOrder

Entrysystem))を 制 定 。

・これを受 けて部品小売商の間で は、受 発

注 システムについての統一化を図 るべ く

同業界内に研究会を設置 した。

ね じ 日本ね じ工業協会 ・受 発注の業界共同ネ ッ トワークについて

検討 され たが、当業界の大手ね じメーカ
日本ね じ商業協同 一は

、納入先(主 に大手 自動車 メーカー

組合連合会 )と は80%が 直需であ り、中小のね じメ
一カーは、直需商社によって系列化 され

東京鋲螺協同組合 て いるため、業界共同 ネ ッ トワークの実

現 は難 しい状況である。
・同業界の内では、業界VANに ついて検

討の動 きがあるが、業界共同ネ ッ トワー

ク化の合意形成 は難 しい状況にあ る。

石油 流通 資源エネルギー庁 昭和60年度より3年 間の予定で実施 され 給油所情報化WG
通産省石油部流通課 たガ ソ リンスタン ドの総合的情報化 の検討 :石 油連盟

が、昭和62年 度で完了 し、引続 き、POS
㈲ 日本 エネルギー を活用 した経営効率化の検討が実施されて 石油情報 システムWG

経済研究所 い る 。

一方、主に石油元売会社を対象 とした緊
急時対策のためのネ ッ トワー ク化が検討 さ

石油産業活性化 れ、石油産業活性化 セ ンターによ りr石 油
セ ン ター 緊急時対応情報ネ ッ トワー クシステム』が

完成 している。
1990年ll月 、働 日本エネルギー経済研究

所内に 「石油産業 システム標準化協議会」 石油産業 システム
が設 置 され、通信手順、SS内LAN、 デ 標準化協議会
一 夕フォーマ ッ トの標準化 の検討作業が進

め られ ている。

繊 維 繊維工業構造改善 業界全体の長期的な停滞を、情報化によ
事業協会 って抜本 的に改善す るため、 さまざまな検 繊維総合 データベース

討が行われている。将来の繊維業界情報化 調査専門委員会
の核 となる 「繊維総合データベ ース」の調

査研究が行われ、1989年 度 よ り構築が開始

され た。

また、化繊協(メ ーカー)と 染色協 間の

取 引標準化 について検討が実施 され 、 「標

準 出荷案 内書」が策定 された。89年11月 に
は、繊維産業情報システム推進協議会が設

置 され た。現在、帳票の標準 化につ いて検

討作業が進め られている。
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業 種 検討組織 ・団体 検 討 概 要 及 び 進 捗 状 況 備 考

アパ レル ㈲日本アパレル産業 アパ レル業界で は、百貨店協会 と共同で

協会 受発注オ ンライ ンシステムの開発を進 め、
アパ レルVANを 稼働 中であ る。

1990年10月 現在 、百 貨 店 は4社 、 アパ レ

ルメーカーは6社 以上がVANに 接続 され

て い る。

チ ェー ンス トア や専 門店 のEOS(Elec

tronicOr-deringSystems:電 子 補 充 発 注

システム)に も対抗す るよ う拡張 したいと

している。 また、当業界で すでに発表 し

ている統一商品 コー ド、統一仕入伝票 の迅

速 な普及 も課題であ る。

生鮮食品 食料品流通改善協会 農水省で は、青果 ・食肉 ・水産物 の流通

を円滑 にす るため、農林商品 コー ド(6桁)

全国農業協同組合 を作成 したが、その メンテ ナ ンス等のため

連合会 1986年10月 に 「生 鮮 食 料 品 コ ー ドセ ンター

」 を設 立 した。 そ して 、 ス ーパ ー、 小 売で

使用 しているJANコ ー ドとの共存を検討

中 で あ る。

これとは別に、全国農業協同組合連合会

で もPOS用 統一 コー ドを 検 討 して い る。

さ らに、全農連の展開す るAコ ープへ商品

供給す る取 引メーカーとのオ ンライ ンをス

ター トさせてお り、農協 、経済連へ も拡大

す る予定である。

加工食品 日本加工食品卸協会 酒類 ・加工食品 メーカーの協 力を得 て、

問 屋 とメ ー カー にお け る標 準 フ ォー マ ッ ト

及 び システム運用基準 を作成 した。

前者 は、①問屋か らの発注 デ ータ、②販

売 実績 データ、③ メーカーか らの出荷 案内

デー タ、④商品案内デー タの4種 について

設 定 した。

酒 類 全国酒類卸売業 ・中小企業団体 中央会の補助を受 け、 メー

協同組合 カー、問屋、酒販店の受発注 オ ンライ ン

システ ム開発のフ ィー ジビリテイスタデ

イを実施。
・これ に もとづ き、昭和62年 度 にモデル シ

全国卸売酒販組合 ステムが稼動 している。

中央会 ・また、酒販組合中央会は国税庁の支援を
うけ統一伝票、標準手順 について検討。
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業 種 検討組織 ・団体 検 討 概 要 及 び 進 捗 状 況 備 考

菓 子 日本菓子協会 菓子のメーカー、卸の双方で構成す る菓

子業界VANシ ステム運営委員会が、1986
全国菓子卸商業組合 年1月 に 「菓子業界VAN」 を稼動 させた

連合会 が 、1990年12月 現 在 、利 用 企 業 は卸35社 と

メー カー398社 で あ る。 その 目的 は、菓 子

メー カーと卸 問屋 との間で受発注や請求 ・

支払いのデータ交換を効率的 に行 うためで

あ る 。

1991年 初めか ら全国規模で業界VANの

利用促進活動 を展開 し、卸の参加 を100社
程 度に引 き上 げる予定であ る。

医薬品 日本製薬工業協会 医薬品 メーカーと問屋を結ぶ業界VAN
「医薬品業界 データ交換 システム(JD一

日本医薬品卸業 NET)」 が1988年5月 に稼 動 したが 、 運

連合会 営 に当た るJD-NET協 議 会は1987年6

月 に設立され た。データ交換 の有料化を始
JD-NET協 議会 め た1988年6月 中の交換 デー タは約300万

デ ー タで あ った。

1990年9月 末現在のJD-NETの 接続

会社数は会員 メーカー129社 、問屋182社
の う ち、 メ ー カー101社 、 問屋163社 で あ

る。交換 データは問屋 の販売 データが中心

で 、受 発 注 はまだ 一部 メ ー カ ー、 問屋 間 に

限 られ て い る。

JD-NETは 、会 員 メ ー カ ー と会員 間

屋 がNTTデ ータの業界共同 セ ンターを介

して個別にオ ンライ ン化 してい くネ ッ トワ
一 クで あ る

。JD-NETで は1991年 末 ま

でに月1,200万 データの交換 を達成 して い

る 。

日用品雑貨 プ ラネ ッ ト プラネ ッ トは花王の垂 直VANに 対抗す

る ため に 、 ラ イオ ン、 ユ ニ ・チ ャー ム、 資

生 堂 、 サ ンス ター、 ジ ョン ソ ン、 十 條 キ ン
パ リー、 エ ステ ー化 学等 が1985年8月 に共

同設立 した民間のVAN運 営会社であ る。
1986年1月 以来業界共 同型受発注ネ ッ ト

ワ ー クを稼 働 させ て い るが 、1990年11月 現

在、 このネ ッ トワークで受発注を行 ってい

る メー カ ー は35社 、 問屋 は260社 以上 で あ

る 。

また、メーカー、卸売業者が互いに協力

して物流の共 同化を検討 してい る。
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生活用品 生活用品流通情報 生活用品業界VANrHOWNET」 を 生活用品流通情報
システム化協議会 構築す るために、1988年5月 に生活用 品流 システム化協議会

(HOWNET) 通情報 システム協議会 を設立 し、同年9月
にVANを 稼 働 させ た。 当初 メー カ ー 、卸

生 活用 品 振 興 センター 問の受発注 データの交換 を行い、それが軌

道 に乗 った後、メーカーか ら卸 への請 求業

務 、卸 か らメーカーへの支払い通 知を行 う 協 同組合ハ ウネ ッ ト

予定 であ る。
HOWNETへ の加入企業 はメーカー31

社 、卸17社 で あ る。1992年4月 現 在 稼 働 し

て い るの は メー カ ー14社 、卸8社 だ けで あ

るが今後本格化す ると思われ る。

同協議会を発展的 に解消 し、1991年8月
に協同組合ハ ウネ ッ トを設立 した。

文 具 全国文具事務用品 文具業界で は、メーカー主導の系列VA

団体総連合 Nが 進展 して いる。 コクヨでは文具小売店

とNTTのDRESSを 利用 したオーダー
・エ ン トリー ・シス テ ム(KROS)を 全

国 の文 具 店約1,400店(1988年8月)で 稼

働 させ、一般代理店400店 とは同 じくDR
ESSを 利用 したオ ー ダ ー ・エ ン トリー ・

システ ム(KAPS)を 稼働 させてい る。

また 、 内 田洋 行 で は1985年 か ら、 文 具 ・

事務機器業界の取引先の問屋と小売店との
間で(接 続数は約350社)、 オ ンライ ン受

発注 ・在庫照会などができる系列VANを
稼働 させ ている。

こ う した 、 メ ーカ ーの 動 きに対 して 、全

国文具事務用品団体総連合会 は、 メーカー

3団 体(日 本文具工業団体連盟、日本紙製

品工業団体連合、日本事務用品工業会)に
端 末の統一 を要望 しているが、現在 の とこ
ろ要望に対する具体的な結論は出ていない

o
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洋紙板紙 日本洋紙代理店会
連合会

日本板紙代理店会
連合会

日本洋紙板紙卸

商業組合
カ ミネッ ト
(VAN運 営会社)

・紙 の専門商社(代 理店)が 準備を進めた

「紙パ流通VAN」 が、1989年2月 よ り

稼働。
・代理店 と二次問屋を結ぶ オ ンライ ン受発

注 の業界VAN。
・ス ター ト時 には東京地 区の代理店、二次
問屋合計17社 が参加。

・ 「紙パ流通VAN」 は、 日本総合研究所
(JAIS)の ネ ッ トワー クを利用。

・紙の専門商社11社 が共 同出資で紙パ流

通VANの 運営会社 「カ ミネ ッ ト」を設

立 してお り、VANの 参加企業は、稼動
一年後 には約46社 が参加 している

。 ま
た、1991年 か らは東京地区以外の紙専門

問屋の参加 も募集す る予定。
・昭和46年 に 日本製紙連合会、 日本洋紙

代理店連合会、 日本板紙代理店連合会及
び日本洋紙板紙卸商業組合が共 同 して紙
・パルプ コー ドセ ンターを設立 し

、取 引
先 コー ド、品名 コー ドの維持 、管理に当
た って きた。品名 コー ドについて は 「紙
パ流通VAN」 の中で業 界統一 コー ドと

して使用 している。
・1992年4月 現在、品名 コー ドが17,135品
目、取引先 コー ドは28,173社 が登録 され

ている。 また、1991年1月 には製紙 メー

カ、代理店、物流業者で構成す るネ ッ ト
ワーク(P-EDI)と 紙パ流通VAN

とが相互接続されている。

昭和63年12月

連携 指針告示

家 具 日本優良家具販売
共同組合

全国家具卸組合
連合会

家具工業組合

小売側の多端末現象を防 ぐため、メーカ
ー

、卸 にお ける統一商品 コー ド、統一伝票
を制定 し、現在 日本優良家具販売共同組合
のJFSAネ ッ トワー クによ り稼働中であ

る。1990年12月 現在、小売店38社 、メーカ
ー216社 が稼働 している

。今 後の課題 は、
中小企業の多い当該業界での生産 ・販売 ・

在庫管理について、ソフ トウェアの共 同開

発(パ ッケー ジ利用)を 前提 とす る各種伝

票 ・業務形態を改善す ることで ある。

昭和62年12月

連携指針告示
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玩 具 玩具卸業情報VAN 全国の有力玩具問屋26社 が共同出資する
(TWIN) 玩具VAN運 営会社である玩具卸業情報V

AN(TWIN)が1986年1月 に発 足 し、

日本玩具協会 メー カー、問屋、小売3者 を結んだ総合的

(玩具安全VAN な業界VAN構 築へ向けて動き始めている
:TOYNES)

o

TWINは 、 メ ー カ ー、 問屋 、小 売 店 を

結び、小売店 のPOS端 末で得 た販売デー
タを共有す る。 それぞれが効率 的な生産、

品揃えに結びつ けるとと もに、相互のオ ン
ライ ン受 発 注 を行 う。1989年 に は、 小 売24

社、問屋2社 で オ ンライ ン化 している。
一方、 日本玩具協会 は、同様の業界VA

N「 玩具安全VAN(TOYNES)」 を

1989年5月 に稼 働 させ て い る。

それぞれで進 めている 「TWIN」 と 「

TOYNES」 の連携を 目指 し、VAN

toVAN方 式 によるデータの交換を検

討 して い る。

眼 鏡 メガネ ッ ト協会 眼鏡業界で は、HOYA、 旭硝子 、日本

光学 の大手 メーカーは独 自にネ ッ トワーク

を構築 して いるため、服部 セイコー、ペ ン

タ ッ クス カ ール ツ ァイ ス な ど眼 鏡 レンズ メ
一カー8社 は、 これに対抗す るために共同

で ネ ッ トワーク運営会社 「メガネ ッ ト協会

」 を1986年7月 に設 立 し、 レ ンズ を主 とす

る眼鏡小売業か らのオ ンライ ン受発注の シ
ステ ム を稼 動 させ て い る。 「メガ ネ ッ ト」

の機能 を大幅 に強化す るため、POSレ ジ

機能 を備 えた新端末を1989年6月 か ら導入

、チ ェー ン店の全店管理 システムと して活

用 して い る。'1990年9月 現 在 の メガ ネ ッ ト

の端 末普 及台数 は約1500台 に達 してい る。

時 計 トキネ ッ ト トキ ネ ッ トは、 もと もと服 部 セ イ コー1

社だけの受発注VANを 、1987年 秋か ら業

界で共同使用 を始 めた もので、 シチズ ン商

事、 リズ ム時計工業、オ リエ ン ト時計 と服

部 セイ コーで共有 して いる。小売店 は トキ

ネ ッ トを通 じてメーカーに商品の発注 ・在

庫照会がで きる。

写 真 日本写真機工業会 メーカー、卸 、小売業団体で構成す る 「 写真業界流通情報シス

写真感光材料工業会 写真流通情報 システム化懇談会」で は、19 テム化推進協議会

写真流通商社連合会 87年 に業 界 統 一 フ ォー マ ッ ト、 コー ド、 デ

日本写真用品工業会 一夕伝送制御手順の業界統一基準を作成 し

全日本写真材料商 た。 また、写真業界の関連5団 体によ り19

組合連合会 88年10月 、r写 真業界流通情報 システム化

全 日本 カラーラボ 推進協議会』が発足 し、当業界の標準 ビジ
協会連合会 ネ ス プ ロ トコルの 普 及 を 図 って い る。1990

年10月 に標準 フ ォー マ ッ トの追加が行われ

、受発 注デー タ交換の基本が完成 している

o
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ス ポー ツ スポー ツ用 品工業 メーカー、問屋、小売店を結 ぶVANが

用品 協会 乱立 して い る。 ミズ ノ、 デ サ ン ト、 ゴール

ドウイ ンの メー カ ー3社 に よ る グル ープ 、

矢野経済研究所が小売店を主体 としたVA
N大 手 メーカーア シックスの単独路線な ど

それ ぞれの思惑 によ りネ ッ トワー クが構築

され て いる。

た だ し、 コー ドに っ い て は、JANコ ー

ドをベ ース と した統 一 商品 コー ド、 サ イ ズ

、カラーの検討が 日本スポーツ用品工業協

会で実施 されてい る。

家 電 働家電製品協会 家電販売代理店(メ ーカー)と 家電量販

店 を 結 ぶ ネ ッ トワー ク(E-VAN)の 構

日本電気専門 築が次のよ うなスケ ジュールで進め られ て
大型店協会 い る 。

他 ・商 品 コー ドの統 一(JANコ ー ド)を 実

施(1986/4)
・家電統一伝票(E伝 票)の 制定(1986/8)

・受発注 データ交換用家電統一 フォーマ ッ

ト(第1版)の 制 定(1986/9)
・国際データ交換 に関す る検討の開始

(1988/7)
・デー タ交換 の リアル中継方式のTC-V

ANの 運用が開始 されている。

中古自動車 ⑱ 日本中古 自動車 オー クシ ョン情報(中 古車セ リ市 におけ 昭和61月5月
販 売 販売協会連合会 る各車種の落札価格)を 、全国の中古自動 連携指針告示

(略称:中 販連) 車販売業へ迅速に伝達することを目的とし
たVAN8000が1986年6月 か ら稼 動 して い

日本中古 自動車販売 たが 、現在 、民間が運営す るオー クネ ッ ト

商工組合連合会 (テ レ ビ ・オ ー ク シ ョン:ビ デ オ デ ィス ク

(略称:中 商運) とネ ッ トワークを組 み合わせ、セ リを電子

的に行 うシステム)にVAN8000の 機能 が

統合 されている。

印 刷 日本印刷産業連合会 ・日本印刷産業連合会では、印刷情報処理
システムの有効活用 を図 るため、文字組版

機能の情報交換標準規約の検討及びJIS
XO208改 正に対する業界要望案を提案

す るためのJIS外 漢字を検討 した。

電子出版 日本電子出版協会 ・大容量パ ッケー ジメデ ィアCD-ROM 昭和63年3月
を利用 した電子 出版 ソフ トフ ォーマ ッ トの 連携指針告示
統一化 を推進 して いる。
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出 版 ㈲ 日本書籍出版協会 大手取次店(日 本出版販売、東京書籍販
売)に よる独 自ネ ッ トワークが、全国の書

㈲日本出版取次協会 店を対象 に稼動中で ある。 これ に対 して 、
システム間の互換性 などの問題か ら、左記

㈲日本雑誌協会 の4団 体 によ り書店 、取次店 、出版社 を結

ぶネ ッ トワー ク化構想が検討 され1991年8

㈲ 日本書店商業組合 月よ り出版 業界VANが 稼働 している。

連合会 同業界で は、統 一 コー ドと して書籍につ
いて は日本図書 コー ド(ISBN+分 類+

価格)、 雑誌 にっいて は共通雑誌 コー ド(
13桁、OCR/JAN併 記表示)が 使われ

て い る。

金 融 国内の金融機関相互間の為替 ネ ッ トワー
クと して全 国銀行 デー タ通信 システ ム(全

銀 シス テ ム)が1973年 よ り稼 働 して お り、

国際銀行 間ネ ッ トワー クのSWIFT

(SocietyforWorldwideInterbankFi一

nancialTelecommunication)に も 参 加 し て

い る。80年 以 降 、 業 態別 にCDネ ッ トワー

クが構築 され、 さ らにその後、地域 内の異

業態間のCDネ ッ トワークの構築 も増加 さ
れ るなど、CDの オ ンライン提携が進んで

い る。90年 に は都 銀 、 地 銀 のCDネ ッ トワ
一クがオ ンライ ン提携 され、MICS

(MultiIntegratedCashService)
が スター トしてい る。 なお、民間金融機 関

のCD・ATM台 数 は、90年3月 末現在で

7万6,332台 とな って い る。

1988年 か らは日銀 と金融機関を結ぶ 日本

銀行金融 ネ ッ トワークシステムが稼働 し、

日本銀行 セ ンターと全国332取 引先、34日

本銀行本支店との間で当座預金取引業務が
オ ンライ ン化 されて いる。89年 には外国為

替 円決済取 引が、 この システムによ って処

理 されてい る。

謹 券 ㈲日本謹券業協会 第3次 オ ンライ ンシステム構築が進展 し
てお り、本店OA、 営業店支援、海外店 シ
ステム、対外 システム結合、顧客情報 シス

テ ムが主 なテーマで ある。海外 とのデ ィー

リングのため、24時 間フル稼働の グローバ
ルネ ッ トワ ー クが増 加 して い る。

他方、 フ ァミコ ンによる株の在宅取引が

野村、山一を中心に進展 している。
銀行、生 ・損保、 ク レジッ トなどの異業

種 との連携 も進みつつあ るが、業界 として
の ネ ッ トワー クへ の 取 り組 み は、 「謹 券A

NSER」 「ATM共 同利用 」のみで ある

。4大 証 券のネ ッ トワークに対抗す るため

、新 日本 、 和光 、 岡三 の 共 同 ネ ッ トワー ク

が稼働 して いる。
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生命保険 ㈲生命保険協会 1986年5月 生保28社 を結ぶ 「生保共 同セ
ン ター 」(略 称LINC)が 稼 動 し、企 業

年金、団体定期保険など、共同引受契約 に

関 す る オ ンライ ン処 理 が ス ター トした。

第3次 オ ンラインに向け、大規模 デ ィジ
タル ネ ッ トワー ク構 築 、ISDNの 導 入 検

討 、携帯端末の利用検討が進展 している。

また、他業界 との連携 では、銀行が最 も

多 いが、各社個別のフ ァー ムバ ンキ ングを

展開 してい る。

損害保険 ㈲損害保険協会 1986年10月 国内元受損保21社 を結ぶ 「損

害保険ネ ッ トワー ク」が稼動 した。現時点
では、任意 自動車保険の事故歴等の情報交

換であ るが、将来 は約31万 の代理店 とのネ

ッ トワー クに拡大す る計画で ある。その一

環 と して、 「会話型業務 にお ける ビジネ ス
プ ロ トコル」の標準化暫定案の と りまとめ

が終 了 した。

銀行 とのフ ァームバ ンキ ングは、生保 と

同様各社 の個別ベ ースで進め られている。

信用保証 全国信用保証協会 ・対金融機関 と各信用保証協会 とのデータ

連合会 交換の標準化について継続検討中
・各信用保証協会聞及び連合会との情報交

換(顧 客情報)に ついて、一部試行的 にオ
ンラ イ ン処理 が ス ター ト

ク レジ ッ ト 日本 ク レ ジ ッ ト ク レジ ッ トカー ド用 と して 、専 門 店 や 大

産業協会 型店等に既にCAFISやCATNETと

接続 したCAT端 末が5万 台以上設置され
、 オ ンライ ン利用 され て い る。

信用情報機関相互の情報交流を促進する
ため、全国銀行協会連合会、全国信用情報
セ ンター連合会、日本 クレジッ ト産 業協 会

によ り設置 された。 「三者協議会」の検討

を踏 ま え、1987年3月 よ りク レ ジ ッ トイ ン

フ ォ メー シ ョンネ ッ トワー ク(CRIN)

が稼働 した。今後、ネ ッ トワークの全国化

、国 際化、データ内容の拡充が急務で ある

o
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建 設 ㈱建設業振興基金
(CIネ ット推進

協議会)

・各地方建設局で の見積 もり業務等 に利用

するCAMSシ ステムにおいて、土木 ・建設

資材 コー ドの統一を図 りっっ、全国規模
のネ ッ トワークに拡大中。

・建設業 の許可審査 の厳正 ・迅速化のたあ

、働建設業情報管理 セ ンターを1987年 に

設立 し、各都道府県 レベルでサ ー ビスを
実施 中。

・また、1988年2月 に建設産業情報ネ ッ ト
ワーク(CI-NET)研 究会が設置 さ

れ、建設産業 におけ る業務効率化、高度

化を 目的 とした情 報ネ ッ トワー ク活用に
つ いて検討された。

・1990年6月 に 「CI-NET推 進協議会

」を設立 し建設産業の標準化 を進 めてい

平成3年12月
連携指針告示

る。建設資材の受発注にEIAJ標 準を

指 向す るとともに、中小企業 向けモデル
システムの開発を検討中。

・1992年 にモデル システムを稼働 させる予

定で あ る。

住 宅 働住宅産業情報 ・住宅設備 ・建材等住宅業界が使用する伝 平成4年4月
サ ー ビス 票や商 品 コー ドなどを統一 し、受発注 を 連携指針告示

中心 とす る住宅産業流通VAN、 設備関連
の共同デー タベースの構築を検討 してい

る。現 在、4つ のWGを 組織 しオ ンライ

ンデー タ交換の トライアルを実施中。
・これは、受発注や入出庫 などの情報流通
の効率化、事務 ・労働 、在庫削減 など流

通の効率化による物流の一貫化 、共同化

を目指す一連の動 き。
・通産省生活産業局住宅産業課が支援 し、

住宅設備機器等の流通業について連携指
針 を策定 した。

不 動 産 建設不動産流通 建設省の不動産流通高度化構想(レ イン

近代化セ ンター ズ構想)に 基づ き、標準 システ ムと して、

①F型(フ ァ クシ ミ リ入 出力 、 ホ ス トコ ン

東京都宅地建物 ピュ一夕で物件情報 をや りとり)、 ②B型

取引業協会 (フ ァク シ ミ リとパ ソ コ ン併 用)の2つ を

開発 してい る。
も

観 光 近畿 日本 ツー リス トの ホテル ・旅館向け
・ 一 情報 システ ム 「コンパ ス」や 日本交通公社

「トリップ 皿」 な ど に代 表 され る よ うに、

業界大手主導で宿泊予約、発券 自動化、観
光情報提供などの業務の情報化が進展 して
い る 。

海外 とのネ ッ トワー クは,現 地法人 との

ネ ッ トワー ク化 、 ワー ル ドワイ ドネ ッ トワ
一 ク(ア ポ ロ、セ イ バ ー)と の 結 合 が進 行

して い る。

日本旅行業協会(JATA)が 検討を進
めた旅行業全体 の 「JATA情 報 セ ンター

」構想 は、業界の足並が揃わず挫折 した。
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旅 客 (鉄 道) JR各 社 共同のネ ッ トワー クや大手私鉄
のネ ッ トワー ク化が急速 に進展 してい る。

本来の旅客業務に加え、宿泊や観光情報提
供 など多角 的業務をネ ッ トワー クにのせっ
つ あ り、旅 行代理店 との競合が予想 され る

o

運 輸 (ト ラ ック輸 送) 運輸業では、輸送だけでなく物流全体を
全 日本 トラ ック協会 管理、サー ビスす るいわゆる物流総合商社

化 を 目指 し、そ の ツール と して ネ ッ トワー

ク化に積極的に取り組んでいる。全国路線
を持たない地方運輸業者では、路線の相互
乗 り入れによ り大手に対抗 し、配車、積荷

情報、貨物追跡等のネ ッ トワー クを構築中
であ る。大手業者 は独 自ネ ッ トワー クによ

るグループ間のネ ッ トワー ク化を進めてい

る 。

中小 トラック業者の経営合理化を進ある
ため、全 日本 トラ ック協会が共 同ネ ッ トワ
一クを検討 中であ る

。

倉 庫 ㈲ 日本倉庫協会 トラ ック輸送 と同様、大手企業で は総合

物流商社化を指向 している。中小倉庫業者
は団結 して ネ ッ トワークを構築 、稼働中の

中堅倉庫業者23社 によるCPク ラネ ッ トや

地方有力倉庫業者12社 による日本縦貫倉庫
グループが代表的である。

これ らは、倉庫各社がネ ッ トワークを共

有 して荷主の物流管理代行を行 うものであ
り、地域単位から全国規模への拡大を目指
して い る。

海 運 SHIPNETSは 有力海運会社 、海貨

業者、検量 ・機数業者および商社(総 合商
社)を 結ぶ全国的な異業種 オ ンライ ンネ ッ

トワー クで あ る。1990年10月 現 在170社 規

模のネ ッ トワークになってお り、貿易関係
のEDIに 使 用 され てい る。NTTデ ー タ

のDRESSを 用 い て、1986年4月 に京 浜

港で稼動開始 し、その後、名古屋港、大阪

港 に拡大され た。海外 とのデータ交換が、

今後の課題 になっている。
一方、電通国際情報サー ビスによる海運

VANは 、荷 主 ・船 会社 間の ネ ッ トワー ク

で、現在数社が加盟 している。船舶 スケジ

ユール、および船舶 出入港業務 に関係す る

情報 をオ ンラインサービス してい る。

大蔵省関税局では、東京税関の システム
化 に着手 してお り、1991年 度中に は稼 働開

始予定 になっていたが、若干遅 れ る見込 み
で あ る。
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航 空 〔税 関の システム〕

大蔵省関税局の運営による業界共同シス
テムとしてNACCSが 、稼動中であ る。

関係業界は、航空貨物代理店,混 載業者
通関業者,航 空会社及び海貨業者などであ
る。 日本 輸 出 入者 コー ド,IATA航 空 会

社 コー ド,都 市 コー ド等 の統 一 コー ドが使

用 され て い る。

貿 易 日本貿易関係手続 わが国の貿易業界のEDIの 標準化を進
簡易化協会 ある主要 な組織で、国連ECEに おけるW

(JASTPRO) P4(貿 易手続簡素化部会)へ の、わが国

代表 に もな って いる。 日本輸 出入者 コー ド

な どの、貿易業界の共通 コー ドの管理の他

最近で は、UN/EDIFACTの 受 け入

れ母体 に もな って いる。
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